
関
税
定
率
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
案
）
新
旧
対
照
条
文
目
次

○

関
税
定
率
法
（
明
治
四
十
三
年
法
律
第
五
十
四
号
）
（
第
一
条
関
係
）

１

○

関
税
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）
（
第
二
条
関
係
）

45

○

関
税
暫
定
措
置
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
六
号
）
（
第
三
条
関
係
）

47

○

環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
の
締
結
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
百
八
号
）

（
附
則
第
三
条
関
係
）

65
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○

関
税
定
率
法
（
明
治
四
十
三
年
法
律
第
五
十
四
号
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表

関
税
率
表
（
第
三
条
、
第
六
条
―
第
九
条
の
二
、
第
二
十
条
の
二
関
係
）

別
表

関
税
率
表
（
第
三
条
、
第
六
条
―
第
九
条
の
二
、
第
二
十
条
の
二
関
係
）

目
次

同

上

（
省

略
）

同

上

番

号

品

名

税

率

番

号

品

名

税

率

（
省

略
）

同

上

（
省

略
）

（
省

略
）

（
省

略
）

同

上

同

上

同

上

二
八
・
一
八

人
造
コ
ラ
ン
ダ
ム
（
化
学
的
に
単
一

二
八
・
一
八

同

上

で
あ
る
か
な
い
か
を
問
わ
な
い
。
）

、
酸
化
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
及
び
水
酸
化

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム

二
八
一
八
・
一
〇

二
八
一
八
・
一
〇

（
省

略
）

（
省

略
）

同

上

同

上

～

～

二
八
一
八
・
二
〇

二
八
一
八
・
二
〇

二
八
一
八
・
三
〇

水
酸
化
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム

無
税

二
八
一
八
・
三
〇

水
酸
化
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム

三
・
九
％

（
省

略
）

（
省

略
）

（
省

略
）

同

上

同

上

同

上

二
八
・
二
七

塩
化
物
、
塩
化
酸
化
物
、
塩
化
水
酸

二
八
・
二
七

同

上

化
物
、
臭
化
物
、
臭
化
酸
化
物
、
よ

う
化
物
及
び
よ
う
化
酸
化
物

二
八
二
七
・
一
〇

二
八
二
七
・
一
〇
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（
省

略
）

（
省

略
）

同

上

同

上

～

～

二
八
二
七
・
三
九

二
八
二
七
・
三
九

塩
化
酸
化
物
及
び
塩
化
水
酸
化
物

同

上

二
八
二
七
・
四
一

（
省

略
）

（
省

略
）

二
八
二
七
・
四
一

同

上

同

上

二
八
二
七
・
四
九

そ
の
他
の
も
の

二
八
二
七
・
四
九

そ
の
他
の
も
の

三
・
九
％

一

オ
キ
シ
塩
化
ジ
ル
コ
ニ

ウ
ム

無
税

二

そ
の
他
の
も
の

三
・
九
％

二
八
二
七
・
五
一

二
八
二
七
・
五
一

（
省

略
）

（
省

略
）

同

上

同

上

～

～

二
八
二
七
・
六
〇

二
八
二
七
・
六
〇

（
省

略
）

（
省

略
）

（
省

略
）

同

上

同

上

同

上

（
省

略
）

同

上

（
省

略
）

（
省

略
）

（
省

略
）

同

上

同

上

同

上

二
九
・
〇
七

フ
ェ
ノ
ー
ル
及
び
フ
ェ
ノ
ー
ル
ア
ル

二
九
・
〇
七

同

上

コ
ー
ル

一
価
フ
ェ
ノ
ー
ル

同

上

二
九
〇
七
・
一
一

二
九
〇
七
・
一
一

（
省

略
）

（
省

略
）

同

上

同

上

～

～

二
九
〇
七
・
一
五

二
九
〇
七
・
一
五

二
九
〇
七
・
一
九

そ
の
他
の
も
の

二
九
〇
七
・
一
九

そ
の
他
の
も
の

一

（
省

略
）

（
省

略
）

一

同

上

同

上

二

そ
の
他
の
も
の

二

そ
の
他
の
も
の

四
・
六
％

㈠

単
核
一
価
フ
ェ
ノ
ー

ル
Ａ

パ
ラ
―
タ
ー
シ
ャ
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リ
―
ブ
チ
ル
フ
ェ

ノ
ー
ル

無
税

Ｂ

そ
の
他
の
も
の

四
・
六
％

㈡

そ
の
他
の
も
の

四
・
六
％

二
九
〇
七
・
二
一

二
九
〇
七
・
二
一

（
省

略
）

（
省

略
）

同

上

同

上

～

～

二
九
〇
七
・
二
九

二
九
〇
七
・
二
九

（
省

略
）

（
省

略
）

（
省

略
）

同

上

同

上

同

上

二
九
・
二
三

第
四
級
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
塩
、
水
酸
化

二
九
・
二
三

同

上

第
四
級
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
及
び
レ
シ
チ

ン
そ
の
他
の
ホ
ス
ホ
ア
ミ
ノ
リ
ピ
ド

（
レ
シ
チ
ン
そ
の
他
の
ホ
ス
ホ
ア
ミ

ノ
リ
ピ
ド
に
つ
い
て
は
、
化
学
的
に

単
一
で
あ
る
か
な
い
か
を
問
わ
な
い

。
）

二
九
二
三
・
一
〇

二
九
二
三
・
一
〇

（
省

略
）

（
省

略
）

同

上

同

上

～

～

二
九
二
三
・
四
〇

二
九
二
三
・
四
〇

二
九
二
三
・
九
〇

そ
の
他
の
も
の

二
九
二
三
・
九
〇

そ
の
他
の
も
の

四
・
六
％

一

水
酸
化
ト
リ
メ
チ
ル
ア
ダ

マ
ン
チ
ル
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム

（
Ａ
Ｄ
Ａ
Ｈ
）
及
び
水
酸

化
テ
ト
ラ
エ
チ
ル
ア
ン
モ

ニ
ウ
ム
（
Ｔ
Ｅ
Ａ
Ｈ
）

無
税

二

そ
の
他
の
も
の

四
・
六
％
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（
省

略
）

（
省

略
）

（
省

略
）

同

上

同

上

同

上

（
省

略
）

同

上

（
省

略
）

（
省

略
）

（
省

略
）

同

上

同

上

同

上

三
三
・
〇
七

ひ
げ
そ
り
前
用
、
ひ
げ
そ
り
用
又
は

三
三
・
〇
七

同

上

ひ
げ
そ
り
後
用
の
調
製
品
、
身
体
用

の
防
臭
剤
、
浴
用
の
調
製
品
、
脱
毛

剤
そ
の
他
の
調
製
香
料
及
び
化
粧
品

類
（
他
の
項
に
該
当
す
る
も
の
を
除

く
。
）
並
び
に
調
製
し
た
室
内
防
臭

剤
（
芳
香
を
付
け
て
あ
る
か
な
い
か

又
は
消
毒
作
用
を
有
す
る
か
有
し
な

い
か
を
問
わ
な
い
。
）

三
三
〇
七
・
一
〇

三
三
〇
七
・
一
〇

（
省

略
）

（
省

略
）

同

上

同

上

～

～

三
三
〇
七
・
四
九

三
三
〇
七
・
四
九

三
三
〇
七
・
九
〇

そ
の
他
の
も
の

四
％

三
三
〇
七
・
九
〇

そ
の
他
の
も
の

一

油
、
脂
又
は
ろ
う
を
も
と

と
し
た
調
製
品

五
・
八
％

二

そ
の
他
の
も
の

六
％

（
省

略
）

同

上

（
省

略
）

（
省

略
）

（
省

略
）

同

上

同

上

同

上

三
八
・
二
四

鋳
物
用
の
鋳
型
又
は
中
子
の
調
製
粘

三
八
・
二
四

同

上

結
剤
並
び
に
化
学
工
業
（
類
似
の
工

業
を
含
む
。
）
に
お
い
て
生
産
さ
れ

る
化
学
品
及
び
調
製
品
（
天
然
物
の

み
の
混
合
物
を
含
む
も
の
と
し
、
他



- 5 -

の
項
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

三
八
二
四
・
一
〇

三
八
二
四
・
一
〇

（
省

略
）

（
省

略
）

同

上

同

上

～

～

三
八
二
四
・
九
一

三
八
二
四
・
九
一

三
八
二
四
・
九
九

そ
の
他
の
も
の

三
八
二
四
・
九
九

そ
の
他
の
も
の

一

（
省

略
）

（
省

略
）

一

同

上

同

上

二

（
省

略
）

（
省

略
）

二

同

上

同

上

三

（
省

略
）

（
省

略
）

三

同

上

同

上

四

そ
の
他
の
も
の

四

そ
の
他
の
も
の

三
・
八
％

㈠

ジ
ス
プ
ロ
シ
ウ
ム
鉄

合
金

無
税

㈡

そ
の
他
の
も
の

三
・
八
％

（
省

略
）

同

上

（
省

略
）

（
省

略
）

（
省

略
）

同

上

同

上

同

上

五
三
・
〇
六

亜
麻
糸

五
三
・
〇
六

同

上

五
三
〇
六
・
一
〇

単
糸

無
税

五
三
〇
六
・
一
〇

単
糸

九
・
六
％

五
三
〇
六
・
二
〇

（
省

略
）

（
省

略
）

五
三
〇
六
・
二
〇

同

上

同

上

（
省

略
）

（
省

略
）

（
省

略
）

同

上

同

上

同

上

五
三
・
〇
八

そ
の
他
の
植
物
性
紡
織
用
繊
維
の
糸

五
三
・
〇
八

同

上

及
び
紙
糸

五
三
〇
八
・
一
〇

五
三
〇
八
・
一
〇

（
省

略
）

（
省

略
）

同

上

同

上

～

～

五
三
〇
八
・
二
〇

五
三
〇
八
・
二
〇

五
三
〇
八
・
九
〇

そ
の
他
の
も
の

五
三
〇
八
・
九
〇

そ
の
他
の
も
の

一

（
省

略
）

（
省

略
）

一

同

上

同

上
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二

ラ
ミ
ー
糸

無
税

二

そ
の
他
の
も
の

九
・
六
％

三

そ
の
他
の
も
の

九
・
六
％

（
省

略
）

（
省

略
）

（
省

略
）

同

上

同

上

同

上

（
省

略
）

同

上

六
一
・
〇
一

男
子
用
の
オ
ー
バ
ー
コ
ー
ト
、
カ
ー

六
一
・
〇
一

男
子
用
の
オ
ー
バ
ー
コ
ー
ト
、
カ
ー

コ
ー
ト
、
ケ
ー
プ
、
ク
ロ
ー
ク
、
ア

コ
ー
ト
、
ケ
ー
プ
、
ク
ロ
ー
ク
、
ア

ノ
ラ
ッ
ク
（
ス
キ
ー
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
を

ノ
ラ
ッ
ク
（
ス
キ
ー
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
を

含
む
。
）
、
ウ
イ
ン
ド
チ
ー
タ
ー
、

含
む
。
）
、
ウ
イ
ン
ド
チ
ー
タ
ー
、

ウ
イ
ン
ド
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
そ
の
他
こ
れ

ウ
イ
ン
ド
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
そ
の
他
こ
れ

ら
に
類
す
る
製
品
（
メ
リ
ヤ
ス
編
み

ら
に
類
す
る
製
品
（
メ
リ
ヤ
ス
編
み

又
は
ク
ロ
セ
編
み
の
も
の
に
限
る
も

又
は
ク
ロ
セ
編
み
の
も
の
に
限
る
も

の
と
し
、
第
六
一
・
〇
三
項
の
も
の

の
と
し
、
第
六
一
・
〇
三
項
の
も
の

を
除
く
。
）

を
除
く
。
）

六
一
〇
一
・
二
〇

綿
製
の
も
の

一
○
・
九
％

六
一
〇
一
・
二
〇

綿
製
の
も
の

一

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、
レ

ー
ス
を
使
用
し
た
も
の
及

び
模
様
編
み
の
組
織
を
有

す
る
も
の

一
六
・
八
％

二

そ
の
他
の
も
の

一
四
％

六
一
〇
一
・
三
〇

人
造
繊
維
製
の
も
の

一
○
・
九
％

六
一
〇
一
・
三
〇

人
造
繊
維
製
の
も
の

一

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、
レ

ー
ス
を
使
用
し
た
も
の
及

び
模
様
編
み
の
組
織
を
有

す
る
も
の

一
六
・
八
％

二

そ
の
他
の
も
の

一
四
％

六
一
〇
一
・
九
〇

そ
の
他
の
紡
織
用
繊
維
製
の
も
の

六
一
〇
一
・
九
〇

そ
の
他
の
紡
織
用
繊
維
製
の
も
の

一

羊
毛
製
又
は
繊
獣
毛
製
の

一

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、
レ
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も
の

一
○
・
九
％

ー
ス
を
使
用
し
た
も
の
及

び
模
様
編
み
の
組
織
を
有

す
る
も
の

一
六
・
八
％

二

そ
の
他
の
も
の

八
・
四
％

二

そ
の
他
の
も
の

一
四
％

六
一
・
〇
二

女
子
用
の
オ
ー
バ
ー
コ
ー
ト
、
カ
ー

六
一
・
〇
二

女
子
用
の
オ
ー
バ
ー
コ
ー
ト
、
カ
ー

コ
ー
ト
、
ケ
ー
プ
、
ク
ロ
ー
ク
、
ア

コ
ー
ト
、
ケ
ー
プ
、
ク
ロ
ー
ク
、
ア

ノ
ラ
ッ
ク
（
ス
キ
ー
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
を

ノ
ラ
ッ
ク
（
ス
キ
ー
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
を

含
む
。
）
、
ウ
イ
ン
ド
チ
ー
タ
ー
、

含
む
。
）
、
ウ
イ
ン
ド
チ
ー
タ
ー
、

ウ
イ
ン
ド
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
そ
の
他
こ
れ

ウ
イ
ン
ド
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
そ
の
他
こ
れ

ら
に
類
す
る
製
品
（
メ
リ
ヤ
ス
編
み

ら
に
類
す
る
製
品
（
メ
リ
ヤ
ス
編
み

又
は
ク
ロ
セ
編
み
の
も
の
に
限
る
も

又
は
ク
ロ
セ
編
み
の
も
の
に
限
る
も

の
と
し
、
第
六
一
・
〇
四
項
の
も
の

の
と
し
、
第
六
一
・
〇
四
項
の
も
の

を
除
く
。
）

を
除
く
。
）

六
一
〇
二
・
一
〇

羊
毛
製
又
は
繊
獣
毛
製
の
も
の

一
○
・
九
％

六
一
〇
二
・
一
〇

羊
毛
製
又
は
繊
獣
毛
製
の
も
の

一

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、
レ

ー
ス
を
使
用
し
た
も
の
及

び
模
様
編
み
の
組
織
を
有

す
る
も
の

一
六
・
八
％

二

そ
の
他
の
も
の

一
四
％

六
一
〇
二
・
二
〇

綿
製
の
も
の

一
○
・
九
％

六
一
〇
二
・
二
〇

綿
製
の
も
の

一

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、
レ

ー
ス
を
使
用
し
た
も
の
及

び
模
様
編
み
の
組
織
を
有

す
る
も
の

一
六
・
八
％

二

そ
の
他
の
も
の

一
四
％

六
一
〇
二
・
三
〇

人
造
繊
維
製
の
も
の

一
○
・
九
％

六
一
〇
二
・
三
〇

人
造
繊
維
製
の
も
の

一

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、
レ

ー
ス
を
使
用
し
た
も
の
及
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び
模
様
編
み
の
組
織
を
有

す
る
も
の

一
六
・
八
％

二

そ
の
他
の
も
の

一
四
％

六
一
〇
二
・
九
〇

そ
の
他
の
紡
織
用
繊
維
製
の
も
の

八
・
四
％

六
一
〇
二
・
九
〇

そ
の
他
の
紡
織
用
繊
維
製
の
も
の

一

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、
レ

ー
ス
を
使
用
し
た
も
の
及

び
模
様
編
み
の
組
織
を
有

す
る
も
の

一
六
・
八
％

二

そ
の
他
の
も
の

一
四
％

六
一
・
〇
三

男
子
用
の
ス
ー
ツ
、
ア
ン
サ
ン
ブ
ル

六
一
・
〇
三

男
子
用
の
ス
ー
ツ
、
ア
ン
サ
ン
ブ
ル

、
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
、
ブ
レ
ザ
ー
、
ズ
ボ

、
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
、
ブ
レ
ザ
ー
、
ズ
ボ

ン
、
胸
当
て
ズ
ボ
ン
、
半
ズ
ボ
ン
及

ン
、
胸
当
て
ズ
ボ
ン
、
半
ズ
ボ
ン
及

び
シ
ョ
ー
ツ
（
水
着
を
除
く
。
）
（

び
シ
ョ
ー
ツ
（
水
着
を
除
く
。
）
（

メ
リ
ヤ
ス
編
み
又
は
ク
ロ
セ
編
み
の

メ
リ
ヤ
ス
編
み
又
は
ク
ロ
セ
編
み
の

も
の
に
限
る
。
）

も
の
に
限
る
。
）

六
一
〇
三
・
一
〇

ス
ー
ツ

六
一
〇
三
・
一
〇

ス
ー
ツ

一

羊
毛
製
、
繊
獣
毛
製
又
は

一

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、
レ

合
成
繊
維
製
の
も
の

一
○
・
九
％

ー
ス
を
使
用
し
た
も
の
及

び
模
様
編
み
の
組
織
を
有

す
る
も
の

一
六
・
八
％

二

そ
の
他
の
も
の

八
・
四
％

二

そ
の
他
の
も
の

一
四
％

ア
ン
サ
ン
ブ
ル

ア
ン
サ
ン
ブ
ル

六
一
〇
三
・
二
二

綿
製
の
も
の

一
○
・
九
％

六
一
〇
三
・
二
二

綿
製
の
も
の

一

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、

レ
ー
ス
を
使
用
し
た
も

の
及
び
模
様
編
み
の
組

織
を
有
す
る
も
の

一
六
・
八
％

二

そ
の
他
の
も
の

一
四
％
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六
一
〇
三
・
二
三

合
成
繊
維
製
の
も
の

一
○
・
九
％

六
一
〇
三
・
二
三

合
成
繊
維
製
の
も
の

一

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、

レ
ー
ス
を
使
用
し
た
も

の
及
び
模
様
編
み
の
組

織
を
有
す
る
も
の

一
六
・
八
％

二

そ
の
他
の
も
の

一
四
％

六
一
〇
三
・
二
九

そ
の
他
の
紡
織
用
繊
維
製
の
も

六
一
〇
三
・
二
九

そ
の
他
の
紡
織
用
繊
維
製
の
も

の

の

一

羊
毛
製
又
は
繊
獣
毛
製

一

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、

の
も
の

一
○
・
九
％

レ
ー
ス
を
使
用
し
た
も

の
及
び
模
様
編
み
の
組

織
を
有
す
る
も
の

一
六
・
八
％

二

そ
の
他
の
も
の

八
・
四
％

二

そ
の
他
の
も
の

一
四
％

ジ
ャ
ケ
ッ
ト
及
び
ブ
レ
ザ
ー

ジ
ャ
ケ
ッ
ト
及
び
ブ
レ
ザ
ー

六
一
〇
三
・
三
一

羊
毛
製
又
は
繊
獣
毛
製
の
も
の

一
○
・
九
％

六
一
〇
三
・
三
一

羊
毛
製
又
は
繊
獣
毛
製
の
も
の

一

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、

レ
ー
ス
を
使
用
し
た
も

の
及
び
模
様
編
み
の
組

織
を
有
す
る
も
の

一
六
・
八
％

二

そ
の
他
の
も
の

一
四
％

六
一
〇
三
・
三
二

綿
製
の
も
の

一
○
・
九
％

六
一
〇
三
・
三
二

綿
製
の
も
の

一

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、

レ
ー
ス
を
使
用
し
た
も

の
及
び
模
様
編
み
の
組

織
を
有
す
る
も
の

一
六
・
八
％

二

そ
の
他
の
も
の

一
四
％

六
一
〇
三
・
三
三

合
成
繊
維
製
の
も
の

一
○
・
九
％

六
一
〇
三
・
三
三

合
成
繊
維
製
の
も
の

一

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、
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レ
ー
ス
を
使
用
し
た
も

の
及
び
模
様
編
み
の
組

織
を
有
す
る
も
の

一
六
・
八
％

二

そ
の
他
の
も
の

一
四
％

六
一
〇
三
・
三
九

そ
の
他
の
紡
織
用
繊
維
製
の
も

六
一
〇
三
・
三
九

そ
の
他
の
紡
織
用
繊
維
製
の
も

の

八
・
四
％

の
一

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、

レ
ー
ス
を
使
用
し
た
も

の
及
び
模
様
編
み
の
組

織
を
有
す
る
も
の

一
六
・
八
％

二

そ
の
他
の
も
の

一
四
％

ズ
ボ
ン
、
胸
当
て
ズ
ボ
ン
、
半
ズ

ズ
ボ
ン
、
胸
当
て
ズ
ボ
ン
、
半
ズ

ボ
ン
及
び
シ
ョ
ー
ツ

ボ
ン
及
び
シ
ョ
ー
ツ

六
一
〇
三
・
四
一

羊
毛
製
又
は
繊
獣
毛
製
の
も
の

一
○
・
九
％

六
一
〇
三
・
四
一

羊
毛
製
又
は
繊
獣
毛
製
の
も
の

一

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、

レ
ー
ス
を
使
用
し
た
も

の
及
び
模
様
編
み
の
組

織
を
有
す
る
も
の

一
六
・
八
％

二

そ
の
他
の
も
の

一
四
％

六
一
〇
三
・
四
二

綿
製
の
も
の

一
○
・
九
％

六
一
〇
三
・
四
二

綿
製
の
も
の

一

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、

レ
ー
ス
を
使
用
し
た
も

の
及
び
模
様
編
み
の
組

織
を
有
す
る
も
の

一
六
・
八
％

二

そ
の
他
の
も
の

一
四
％

六
一
〇
三
・
四
三

合
成
繊
維
製
の
も
の

一
○
・
九
％

六
一
〇
三
・
四
三

合
成
繊
維
製
の
も
の

一

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、

レ
ー
ス
を
使
用
し
た
も
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の
及
び
模
様
編
み
の
組

織
を
有
す
る
も
の

一
六
・
八
％

二

そ
の
他
の
も
の

一
四
％

六
一
〇
三
・
四
九

そ
の
他
の
紡
織
用
繊
維
製
の
も

六
一
〇
三
・
四
九

そ
の
他
の
紡
織
用
繊
維
製
の
も

の

八
・
四
％

の
一

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、

レ
ー
ス
を
使
用
し
た
も

の
及
び
模
様
編
み
の
組

織
を
有
す
る
も
の

一
六
・
八
％

二

そ
の
他
の
も
の

一
四
％

六
一
・
〇
四

女
子
用
の
ス
ー
ツ
、
ア
ン
サ
ン
ブ
ル

六
一
・
〇
四

女
子
用
の
ス
ー
ツ
、
ア
ン
サ
ン
ブ
ル

、
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
、
ブ
レ
ザ
ー
、
ド
レ

、
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
、
ブ
レ
ザ
ー
、
ド
レ

ス
、
ス
カ
ー
ト
、
キ
ュ
ロ
ッ
ト
ス
カ

ス
、
ス
カ
ー
ト
、
キ
ュ
ロ
ッ
ト
ス
カ

ー
ト
、
ズ
ボ
ン
、
胸
当
て
ズ
ボ
ン
、

ー
ト
、
ズ
ボ
ン
、
胸
当
て
ズ
ボ
ン
、

半
ズ
ボ
ン
及
び
シ
ョ
ー
ツ
（
水
着
を

半
ズ
ボ
ン
及
び
シ
ョ
ー
ツ
（
水
着
を

除
く
。
）
（
メ
リ
ヤ
ス
編
み
又
は
ク

除
く
。
）
（
メ
リ
ヤ
ス
編
み
又
は
ク

ロ
セ
編
み
の
も
の
に
限
る
。
）

ロ
セ
編
み
の
も
の
に
限
る
。
）

ス
ー
ツ

ス
ー
ツ

六
一
〇
四
・
一
三

合
成
繊
維
製
の
も
の

一
○
・
九
％

六
一
〇
四
・
一
三

合
成
繊
維
製
の
も
の

一

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、

レ
ー
ス
を
使
用
し
た
も

の
及
び
模
様
編
み
の
組

織
を
有
す
る
も
の

一
六
・
八
％

二

そ
の
他
の
も
の

一
四
％

六
一
〇
四
・
一
九

そ
の
他
の
紡
織
用
繊
維
製
の
も

六
一
〇
四
・
一
九

そ
の
他
の
紡
織
用
繊
維
製
の
も

の

の

一

羊
毛
製
、
繊
獣
毛
製
又

一

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、

は
綿
製
の
も
の

一
○
・
九
％

レ
ー
ス
を
使
用
し
た
も
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の
及
び
模
様
編
み
の
組

織
を
有
す
る
も
の

一
六
・
八
％

二

そ
の
他
の
も
の

八
・
四
％

二

そ
の
他
の
も
の

一
四
％

ア
ン
サ
ン
ブ
ル

ア
ン
サ
ン
ブ
ル

六
一
〇
四
・
二
二

綿
製
の
も
の

一
○
・
九
％

六
一
〇
四
・
二
二

綿
製
の
も
の

一

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、

レ
ー
ス
を
使
用
し
た
も

の
及
び
模
様
編
み
の
組

織
を
有
す
る
も
の

一
六
・
八
％

二

そ
の
他
の
も
の

一
四
％

六
一
〇
四
・
二
三

合
成
繊
維
製
の
も
の

一
○
・
九
％

六
一
〇
四
・
二
三

合
成
繊
維
製
の
も
の

一

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、

レ
ー
ス
を
使
用
し
た
も

の
及
び
模
様
編
み
の
組

織
を
有
す
る
も
の

一
六
・
八
％

二

そ
の
他
の
も
の

一
四
％

六
一
〇
四
・
二
九

そ
の
他
の
紡
織
用
繊
維
製
の
も

六
一
〇
四
・
二
九

そ
の
他
の
紡
織
用
繊
維
製
の
も

の

の

一

羊
毛
製
又
は
繊
獣
毛
製

一

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、

の
も
の

一
○
・
九
％

レ
ー
ス
を
使
用
し
た
も

の
及
び
模
様
編
み
の
組

織
を
有
す
る
も
の

一
六
・
八
％

二

そ
の
他
の
も
の

八
・
四
％

二

そ
の
他
の
も
の

一
四
％

ジ
ャ
ケ
ッ
ト
及
び
ブ
レ
ザ
ー

ジ
ャ
ケ
ッ
ト
及
び
ブ
レ
ザ
ー

六
一
〇
四
・
三
一

羊
毛
製
又
は
繊
獣
毛
製
の
も
の

一
○
・
九
％

六
一
〇
四
・
三
一

羊
毛
製
又
は
繊
獣
毛
製
の
も
の

一

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、

レ
ー
ス
を
使
用
し
た
も

の
及
び
模
様
編
み
の
組
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織
を
有
す
る
も
の

一
六
・
八
％

二

そ
の
他
の
も
の

一
四
％

六
一
〇
四
・
三
二

綿
製
の
も
の

一
○
・
九
％

六
一
〇
四
・
三
二

綿
製
の
も
の

一

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、

レ
ー
ス
を
使
用
し
た
も

の
及
び
模
様
編
み
の
組

織
を
有
す
る
も
の

一
六
・
八
％

二

そ
の
他
の
も
の

一
四
％

六
一
〇
四
・
三
三

合
成
繊
維
製
の
も
の

一
○
・
九
％

六
一
〇
四
・
三
三

合
成
繊
維
製
の
も
の

一

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、

レ
ー
ス
を
使
用
し
た
も

の
及
び
模
様
編
み
の
組

織
を
有
す
る
も
の

一
六
・
八
％

二

そ
の
他
の
も
の

一
四
％

六
一
〇
四
・
三
九

そ
の
他
の
紡
織
用
繊
維
製
の
も

六
一
〇
四
・
三
九

そ
の
他
の
紡
織
用
繊
維
製
の
も

の

八
・
四
％

の
一

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、

レ
ー
ス
を
使
用
し
た
も

の
及
び
模
様
編
み
の
組

織
を
有
す
る
も
の

一
六
・
八
％

二

そ
の
他
の
も
の

一
四
％

ド
レ
ス

ド
レ
ス

六
一
〇
四
・
四
一

羊
毛
製
又
は
繊
獣
毛
製
の
も
の

一
○
・
九
％

六
一
〇
四
・
四
一

羊
毛
製
又
は
繊
獣
毛
製
の
も
の

一

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、

レ
ー
ス
を
使
用
し
た
も

の
及
び
模
様
編
み
の
組

織
を
有
す
る
も
の

一
六
・
八
％

二

そ
の
他
の
も
の

一
四
％
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六
一
〇
四
・
四
二

綿
製
の
も
の

一
○
・
九
％

六
一
〇
四
・
四
二

綿
製
の
も
の

一

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、

レ
ー
ス
を
使
用
し
た
も

の
及
び
模
様
編
み
の
組

織
を
有
す
る
も
の

一
六
・
八
％

二

そ
の
他
の
も
の

一
四
％

六
一
〇
四
・
四
三

合
成
繊
維
製
の
も
の

一
○
・
九
％

六
一
〇
四
・
四
三

合
成
繊
維
製
の
も
の

一

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、

レ
ー
ス
を
使
用
し
た
も

の
及
び
模
様
編
み
の
組

織
を
有
す
る
も
の

一
六
・
八
％

二

そ
の
他
の
も
の

一
四
％

六
一
〇
四
・
四
四

再
生
繊
維
又
は
半
合
成
繊
維
製

六
一
〇
四
・
四
四

再
生
繊
維
又
は
半
合
成
繊
維
製

の
も
の

一
○
・
九
％

の
も
の

一

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、

レ
ー
ス
を
使
用
し
た
も

の
及
び
模
様
編
み
の
組

織
を
有
す
る
も
の

一
六
・
八
％

二

そ
の
他
の
も
の

一
四
％

六
一
〇
四
・
四
九

そ
の
他
の
紡
織
用
繊
維
製
の
も

六
一
〇
四
・
四
九

そ
の
他
の
紡
織
用
繊
維
製
の
も

の

八
・
四
％

の
一

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、

レ
ー
ス
を
使
用
し
た
も

の
及
び
模
様
編
み
の
組

織
を
有
す
る
も
の

一
六
・
八
％

二

そ
の
他
の
も
の

一
四
％

ス
カ
ー
ト
及
び
キ
ュ
ロ
ッ
ト
ス
カ

ス
カ
ー
ト
及
び
キ
ュ
ロ
ッ
ト
ス
カ

ー
ト

ー
ト
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六
一
〇
四
・
五
一

羊
毛
製
又
は
繊
獣
毛
製
の
も
の

一
○
・
九
％

六
一
〇
四
・
五
一

羊
毛
製
又
は
繊
獣
毛
製
の
も
の

一

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、

レ
ー
ス
を
使
用
し
た
も

の
及
び
模
様
編
み
の
組

織
を
有
す
る
も
の

一
六
・
八
％

二

そ
の
他
の
も
の

一
四
％

六
一
〇
四
・
五
二

綿
製
の
も
の

一
○
・
九
％

六
一
〇
四
・
五
二

綿
製
の
も
の

一

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、

レ
ー
ス
を
使
用
し
た
も

の
及
び
模
様
編
み
の
組

織
を
有
す
る
も
の

一
六
・
八
％

二

そ
の
他
の
も
の

一
四
％

六
一
〇
四
・
五
三

合
成
繊
維
製
の
も
の

一
○
・
九
％

六
一
〇
四
・
五
三

合
成
繊
維
製
の
も
の

一

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、

レ
ー
ス
を
使
用
し
た
も

の
及
び
模
様
編
み
の
組

織
を
有
す
る
も
の

一
六
・
八
％

二

そ
の
他
の
も
の

一
四
％

六
一
〇
四
・
五
九

そ
の
他
の
紡
織
用
繊
維
製
の
も

六
一
〇
四
・
五
九

そ
の
他
の
紡
織
用
繊
維
製
の
も

の

八
・
四
％

の
一

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、

レ
ー
ス
を
使
用
し
た
も

の
及
び
模
様
編
み
の
組

織
を
有
す
る
も
の

一
六
・
八
％

二

そ
の
他
の
も
の

一
四
％

ズ
ボ
ン
、
胸
当
て
ズ
ボ
ン
、
半
ズ

ズ
ボ
ン
、
胸
当
て
ズ
ボ
ン
、
半
ズ

ボ
ン
及
び
シ
ョ
ー
ツ

ボ
ン
及
び
シ
ョ
ー
ツ

六
一
〇
四
・
六
一

羊
毛
製
又
は
繊
獣
毛
製
の
も
の

一
○
・
九
％

六
一
〇
四
・
六
一

羊
毛
製
又
は
繊
獣
毛
製
の
も
の
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一

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、

レ
ー
ス
を
使
用
し
た
も

の
及
び
模
様
編
み
の
組

織
を
有
す
る
も
の

一
六
・
八
％

二

そ
の
他
の
も
の

一
四
％

六
一
〇
四
・
六
二

綿
製
の
も
の

一
○
・
九
％

六
一
〇
四
・
六
二

綿
製
の
も
の

一

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、

レ
ー
ス
を
使
用
し
た
も

の
及
び
模
様
編
み
の
組

織
を
有
す
る
も
の

一
六
・
八
％

二

そ
の
他
の
も
の

一
四
％

六
一
〇
四
・
六
三

合
成
繊
維
製
の
も
の

一
○
・
九
％

六
一
〇
四
・
六
三

合
成
繊
維
製
の
も
の

一

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、

レ
ー
ス
を
使
用
し
た
も

の
及
び
模
様
編
み
の
組

織
を
有
す
る
も
の

一
六
・
八
％

二

そ
の
他
の
も
の

一
四
％

六
一
〇
四
・
六
九

そ
の
他
の
紡
織
用
繊
維
製
の
も

六
一
〇
四
・
六
九

そ
の
他
の
紡
織
用
繊
維
製
の
も

の

八
・
四
％

の
一

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、

レ
ー
ス
を
使
用
し
た
も

の
及
び
模
様
編
み
の
組

織
を
有
す
る
も
の

一
六
・
八
％

二

そ
の
他
の
も
の

一
四
％

六
一
・
〇
五

男
子
用
の
シ
ャ
ツ
（
メ
リ
ヤ
ス
編
み

六
一
・
〇
五

同

上

又
は
ク
ロ
セ
編
み
の
も
の
に
限
る
。

）

六
一
〇
五
・
一
〇

綿
製
の
も
の

六
一
〇
五
・
一
〇

同

上
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一

オ
ー
プ
ン
シ
ャ
ツ
、
ポ
ロ

一

オ
ー
プ
ン
シ
ャ
ツ
、
ポ
ロ

シ
ャ
ツ
そ
の
他
こ
れ
ら
に

シ
ャ
ツ
そ
の
他
こ
れ
ら
に

類
す
る
シ
ャ
ツ

一
○
・
九
％

類
す
る
シ
ャ
ツ

㈠

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、

レ
ー
ス
を
使
用
し
た
も

の
及
び
模
様
編
み
の
組

織
を
有
す
る
も
の

一
六
・
八
％

㈡

そ
の
他
の
も
の

一
四
％

二

（
省

略
）

（
省

略
）

二

同

上

同

上

六
一
〇
五
・
二
〇

人
造
繊
維
製
の
も
の

六
一
〇
五
・
二
〇

同

上

一

オ
ー
プ
ン
シ
ャ
ツ
、
ポ
ロ

一

オ
ー
プ
ン
シ
ャ
ツ
、
ポ
ロ

シ
ャ
ツ
そ
の
他
こ
れ
ら
に

シ
ャ
ツ
そ
の
他
こ
れ
ら
に

類
す
る
シ
ャ
ツ

一
○
・
九
％

類
す
る
シ
ャ
ツ

㈠

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、

レ
ー
ス
を
使
用
し
た
も

の
及
び
模
様
編
み
の
組

織
を
有
す
る
も
の

一
六
・
八
％

㈡

そ
の
他
の
も
の

一
四
％

二

（
省

略
）

（
省

略
）

二

同

上

同

上

六
一
〇
五
・
九
〇

そ
の
他
の
紡
織
用
繊
維
製
の
も
の

六
一
〇
五
・
九
〇

同

上

一

オ
ー
プ
ン
シ
ャ
ツ
、
ポ
ロ

一

オ
ー
プ
ン
シ
ャ
ツ
、
ポ
ロ

シ
ャ
ツ
そ
の
他
こ
れ
ら
に

シ
ャ
ツ
そ
の
他
こ
れ
ら
に

類
す
る
シ
ャ
ツ

一
○
・
九
％

類
す
る
シ
ャ
ツ

㈠

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、

レ
ー
ス
を
使
用
し
た
も

の
及
び
模
様
編
み
の
組

織
を
有
す
る
も
の

一
六
・
八
％

㈡

そ
の
他
の
も
の

一
四
％
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二

（
省

略
）

（
省

略
）

二

同

上

同

上

六
一
・
〇
六

女
子
用
の
ブ
ラ
ウ
ス
、
シ
ャ
ツ
及
び

六
一
・
〇
六

同

上

シ
ャ
ツ
ブ
ラ
ウ
ス
（
メ
リ
ヤ
ス
編
み

又
は
ク
ロ
セ
編
み
の
も
の
に
限
る
。

）

六
一
〇
六
・
一
〇

綿
製
の
も
の

六
一
〇
六
・
一
〇

同

上

一

ブ
ラ
ウ
ス
、
シ
ャ
ツ
ブ
ラ

一

同

上

ウ
ス
、
オ
ー
プ
ン
シ
ャ
ツ

、
ポ
ロ
シ
ャ
ツ
そ
の
他
こ

れ
ら
に
類
す
る
シ
ャ
ツ

㈠

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、

㈠

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、

レ
ー
ス
を
使
用
し
た
も

レ
ー
ス
を
使
用
し
た
も

の
及
び
模
様
編
み
の
組

の
及
び
模
様
編
み
の
組

織
を
有
す
る
も
の

一
○
・
九
％

織
を
有
す
る
も
の

一
六
・
八
％

㈡

そ
の
他
の
も
の

九
・
一
％

㈡

そ
の
他
の
も
の

一
四
％

二

（
省

略
）

（
省

略
）

二

同

上

同

上

六
一
〇
六
・
二
〇

人
造
繊
維
製
の
も
の

六
一
〇
六
・
二
〇

同

上

一

ブ
ラ
ウ
ス
、
シ
ャ
ツ
ブ
ラ

一

ブ
ラ
ウ
ス
、
シ
ャ
ツ
ブ
ラ

ウ
ス
、
オ
ー
プ
ン
シ
ャ
ツ

ウ
ス
、
オ
ー
プ
ン
シ
ャ
ツ

、
ポ
ロ
シ
ャ
ツ
そ
の
他
こ

、
ポ
ロ
シ
ャ
ツ
そ
の
他
こ

れ
ら
に
類
す
る
シ
ャ
ツ

一
○
・
九
％

れ
ら
に
類
す
る
シ
ャ
ツ

㈠

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、

レ
ー
ス
を
使
用
し
た
も

の
及
び
模
様
編
み
の
組

織
を
有
す
る
も
の

一
六
・
八
％

㈡

そ
の
他
の
も
の

一
四
％

二

（
省

略
）

（
省

略
）

二

同

上

同

上

六
一
〇
六
・
九
〇

そ
の
他
の
紡
織
用
繊
維
製
の
も
の

六
一
〇
六
・
九
〇

同

上
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一

ブ
ラ
ウ
ス
、
シ
ャ
ツ
ブ
ラ

一

ブ
ラ
ウ
ス
、
シ
ャ
ツ
ブ
ラ

ウ
ス
、
オ
ー
プ
ン
シ
ャ
ツ

ウ
ス
、
オ
ー
プ
ン
シ
ャ
ツ

、
ポ
ロ
シ
ャ
ツ
そ
の
他
こ

、
ポ
ロ
シ
ャ
ツ
そ
の
他
こ

れ
ら
に
類
す
る
シ
ャ
ツ

一
○
・
九
％

れ
ら
に
類
す
る
シ
ャ
ツ

㈠

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、

レ
ー
ス
を
使
用
し
た
も

の
及
び
模
様
編
み
の
組

織
を
有
す
る
も
の

一
六
・
八
％

㈡

そ
の
他
の
も
の

一
四
％

二

（
省

略
）

（
省

略
）

二

同

上

同

上

六
一
・
〇
七

男
子
用
の
パ
ン
ツ
、
ズ
ボ
ン
下
、
ブ

六
一
・
〇
七

同

上

リ
ー
フ
、
ナ
イ
ト
シ
ャ
ツ
、
パ
ジ
ャ

マ
、
バ
ス
ロ
ー
ブ
、
ド
レ
ッ
シ
ン
グ

ガ
ウ
ン
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
製

品
（
メ
リ
ヤ
ス
編
み
又
は
ク
ロ
セ
編

み
の
も
の
に
限
る
。
）

（
省

略
）

同

上

六
一
〇
七
・
一
一

六
一
〇
七
・
一
一

（
省

略
）

（
省

略
）

同

上

同

上

～

～

六
一
〇
七
・
二
九

六
一
〇
七
・
二
九

そ
の
他
の
も
の

同

上

六
一
〇
七
・
九
一

綿
製
の
も
の

六
一
〇
七
・
九
一

同

上

一

バ
ス
ロ
ー
ブ
、
ド
レ
ッ

一

バ
ス
ロ
ー
ブ
、
ド
レ
ッ

シ
ン
グ
ガ
ウ
ン
そ
の
他

シ
ン
グ
ガ
ウ
ン
そ
の
他

こ
れ
ら
に
類
す
る
製
品

八
・
四
％

こ
れ
ら
に
類
す
る
製
品

㈠

し
し
ゆ
う
し
た
も
の

、
レ
ー
ス
を
使
用
し

た
も
の
及
び
模
様
編
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み
の
組
織
を
有
す
る

も
の

一
六
・
八
％

㈡

そ
の
他
の
も
の

一
四
％

二

（
省

略
）

（
省

略
）

二

同

上

同

上

六
一
〇
七
・
九
九

そ
の
他
の
紡
織
用
繊
維
製
の
も

六
一
〇
七
・
九
九

同

上

の
一

バ
ス
ロ
ー
ブ
、
ド
レ
ッ

一

バ
ス
ロ
ー
ブ
、
ド
レ
ッ

シ
ン
グ
ガ
ウ
ン
そ
の
他

シ
ン
グ
ガ
ウ
ン
そ
の
他

こ
れ
ら
に
類
す
る
製
品

八
・
四
％

こ
れ
ら
に
類
す
る
製
品

㈠

し
し
ゆ
う
し
た
も
の

、
レ
ー
ス
を
使
用
し

た
も
の
及
び
模
様
編

み
の
組
織
を
有
す
る

も
の

一
六
・
八
％

㈡

そ
の
他
の
も
の

一
四
％

二

（
省

略
）

（
省

略
）

二

同

上

同

上

六
一
・
〇
八

女
子
用
の
ス
リ
ッ
プ
、
ペ
テ
ィ
コ
ー

六
一
・
〇
八

同

上

ト
、
ブ
リ
ー
フ
、
パ
ン
テ
ィ
、
ナ
イ

ト
ド
レ
ス
、
パ
ジ
ャ
マ
、
ネ
グ
リ
ジ

ェ
、
バ
ス
ロ
ー
ブ
、
ド
レ
ッ
シ
ン
グ

ガ
ウ
ン
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
製

品
（
メ
リ
ヤ
ス
編
み
又
は
ク
ロ
セ
編

み
の
も
の
に
限
る
。
）

（
省

略
）

同

上

六
一
〇
八
・
一
一

六
一
〇
八
・
一
一

（
省

略
）

（
省

略
）

同

上

同

上

～

～

六
一
〇
八
・
三
九

六
一
〇
八
・
三
九

そ
の
他
の
も
の

同

上
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六
一
〇
八
・
九
一

綿
製
の
も
の

六
一
〇
八
・
九
一

同

上

一

ネ
グ
リ
ジ
ェ
、
バ
ス
ロ

一

ネ
グ
リ
ジ
ェ
、
バ
ス
ロ

ー
ブ
、
ド
レ
ッ
シ
ン
グ

ー
ブ
、
ド
レ
ッ
シ
ン
グ

ガ
ウ
ン
そ
の
他
こ
れ
ら

ガ
ウ
ン
そ
の
他
こ
れ
ら

に
類
す
る
製
品

八
・
四
％

に
類
す
る
製
品

㈠

し
し
ゆ
う
し
た
も
の

、
レ
ー
ス
を
使
用
し

た
も
の
及
び
模
様
編

み
の
組
織
を
有
す
る

も
の

一
六
・
八
％

㈡

そ
の
他
の
も
の

一
四
％

二

（
省

略
）

（
省

略
）

二

同

上

同

上

六
一
〇
八
・
九
二

人
造
繊
維
製
の
も
の

六
一
〇
八
・
九
二

同

上

一

ネ
グ
リ
ジ
ェ
、
バ
ス
ロ

一

ネ
グ
リ
ジ
ェ
、
バ
ス
ロ

ー
ブ
、
ド
レ
ッ
シ
ン
グ

ー
ブ
、
ド
レ
ッ
シ
ン
グ

ガ
ウ
ン
そ
の
他
こ
れ
ら

ガ
ウ
ン
そ
の
他
こ
れ
ら

に
類
す
る
製
品

八
・
四
％

に
類
す
る
製
品

㈠

し
し
ゆ
う
し
た
も
の

、
レ
ー
ス
を
使
用
し

た
も
の
及
び
模
様
編

み
の
組
織
を
有
す
る

も
の

一
六
・
八
％

㈡

そ
の
他
の
も
の

一
四
％

二

（
省

略
）

（
省

略
）

二

同

上

同

上

六
一
〇
八
・
九
九

そ
の
他
の
紡
織
用
繊
維
製
の
も

六
一
〇
八
・
九
九

同

上

の
一

ネ
グ
リ
ジ
ェ
、
バ
ス
ロ

一

ネ
グ
リ
ジ
ェ
、
バ
ス
ロ

ー
ブ
、
ド
レ
ッ
シ
ン
グ

ー
ブ
、
ド
レ
ッ
シ
ン
グ
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ガ
ウ
ン
そ
の
他
こ
れ
ら

ガ
ウ
ン
そ
の
他
こ
れ
ら

に
類
す
る
製
品

八
・
四
％

に
類
す
る
製
品

㈠

し
し
ゆ
う
し
た
も
の

、
レ
ー
ス
を
使
用
し

た
も
の
及
び
模
様
編

み
の
組
織
を
有
す
る

も
の

一
六
・
八
％

㈡

そ
の
他
の
も
の

一
四
％

二

（
省

略
）

（
省

略
）

二

同

上

同

上

六
一
・
〇
九

Ｔ
シ
ャ
ツ
、
シ
ン
グ
レ
ッ
ト
そ
の
他

六
一
・
〇
九

同

上

こ
れ
ら
に
類
す
る
肌
着
（
メ
リ
ヤ
ス

編
み
又
は
ク
ロ
セ
編
み
の
も
の
に
限

る
。
）

六
一
〇
九
・
一
〇

綿
製
の
も
の

六
一
〇
九
・
一
〇

同

上

一

異
な
る
色
の
糸
か
ら
成
る

一

異
な
る
色
の
糸
か
ら
成
る

も
の
及
び
な
せ
ん
し
た
も

も
の
及
び
な
せ
ん
し
た
も

の

一
○
・
九
％

の
㈠

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、

レ
ー
ス
を
使
用
し
た
も

の
及
び
模
様
編
み
の
組

織
を
有
す
る
も
の

一
六
・
八
％

㈡

そ
の
他
の
も
の

一
四
％

二

（
省

略
）

（
省

略
）

二

同

上

同

上

六
一
〇
九
・
九
〇

そ
の
他
の
紡
織
用
繊
維
製
の
も
の

六
一
〇
九
・
九
〇

同

上

一

異
な
る
色
の
糸
か
ら
成
る

一

異
な
る
色
の
糸
か
ら
成
る

も
の
及
び
な
せ
ん
し
た
も

も
の
及
び
な
せ
ん
し
た
も

の

一
○
・
九
％

の
㈠

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、
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レ
ー
ス
を
使
用
し
た
も

の
及
び
模
様
編
み
の
組

織
を
有
す
る
も
の

一
六
・
八
％

㈡

そ
の
他
の
も
の

一
四
％

二

（
省

略
）

（
省

略
）

二

同

上

同

上

六
一
・
一
〇

ジ
ャ
ー
ジ
ー
、
プ
ル
オ
ー
バ
ー
、
カ

六
一
・
一
〇

ジ
ャ
ー
ジ
ー
、
プ
ル
オ
ー
バ
ー
、
カ

ー
デ
ィ
ガ
ン
、
ベ
ス
ト
そ
の
他
こ
れ

ー
デ
ィ
ガ
ン
、
ベ
ス
ト
そ
の
他
こ
れ

ら
に
類
す
る
製
品
（
メ
リ
ヤ
ス
編
み

ら
に
類
す
る
製
品
（
メ
リ
ヤ
ス
編
み

又
は
ク
ロ
セ
編
み
の
も
の
に
限
る
。

又
は
ク
ロ
セ
編
み
の
も
の
に
限
る
。

）

）

羊
毛
製
又
は
繊
獣
毛
製
の
も
の

羊
毛
製
又
は
繊
獣
毛
製
の
も
の

六
一
一
〇
・
一
一

羊
毛
製
の
も
の

一
○
・
九
％

六
一
一
〇
・
一
一

羊
毛
製
の
も
の

一

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、

レ
ー
ス
を
使
用
し
た
も

の
及
び
模
様
編
み
の
組

織
を
有
す
る
も
の

一
六
・
八
％

二

そ
の
他
の
も
の

一
四
％

六
一
一
〇
・
一
二

カ
シ
ミ
ヤ
毛
製
の
も
の

一
○
・
九
％

六
一
一
〇
・
一
二

カ
シ
ミ
ヤ
毛
製
の
も
の

一

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、

レ
ー
ス
を
使
用
し
た
も

の
及
び
模
様
編
み
の
組

織
を
有
す
る
も
の

一
六
・
八
％

二

そ
の
他
の
も
の

一
四
％

六
一
一
〇
・
一
九

そ
の
他
の
も
の

一
○
・
九
％

六
一
一
〇
・
一
九

そ
の
他
の
も
の

一

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、

レ
ー
ス
を
使
用
し
た
も

の
及
び
模
様
編
み
の
組

織
を
有
す
る
も
の

一
六
・
八
％
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二

そ
の
他
の
も
の

一
四
％

六
一
一
〇
・
二
〇

綿
製
の
も
の

一
○
・
九
％

六
一
一
〇
・
二
〇

綿
製
の
も
の

一

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、
レ

ー
ス
を
使
用
し
た
も
の
及

び
模
様
編
み
の
組
織
を
有

す
る
も
の

一
六
・
八
％

二

そ
の
他
の
も
の

一
四
％

六
一
一
〇
・
三
〇

人
造
繊
維
製
の
も
の

一
○
・
九
％

六
一
一
〇
・
三
〇

人
造
繊
維
製
の
も
の

一

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、
レ

ー
ス
を
使
用
し
た
も
の
及

び
模
様
編
み
の
組
織
を
有

す
る
も
の

一
六
・
八
％

二

そ
の
他
の
も
の

一
四
％

六
一
一
〇
・
九
〇

そ
の
他
の
紡
織
用
繊
維
製
の
も
の

一
○
・
九
％

六
一
一
〇
・
九
〇

そ
の
他
の
紡
織
用
繊
維
製
の
も
の

一

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、
レ

ー
ス
を
使
用
し
た
も
の
及

び
模
様
編
み
の
組
織
を
有

す
る
も
の

一
六
・
八
％

二

そ
の
他
の
も
の

一
四
％

六
一
・
一
一

乳
児
用
の
衣
類
及
び
衣
類
附
属
品
（

六
一
・
一
一

同

上

メ
リ
ヤ
ス
編
み
又
は
ク
ロ
セ
編
み
の

も
の
に
限
る
。
）

六
一
一
一
・
二
〇

綿
製
の
も
の

六
一
一
一
・
二
〇

同

上

一

（
省

略
）

（
省

略
）

一

同

上

同

上

二

（
省

略
）

二

同

上

㈠

（
省

略
）

（
省

略
）

㈠

同

上

同

上

㈡

（
省

略
）

（
省

略
）

㈡

同

上

同

上

三

そ
の
他
の
も
の

一
○
・
八
％

三

そ
の
他
の
も
の
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㈠

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、

レ
ー
ス
を
使
用
し
た
も

の
及
び
模
様
編
み
の
組

織
を
有
す
る
も
の

一
六
・
七
％

㈡

そ
の
他
の
も
の

一
四
％

六
一
一
一
・
三
〇

合
成
繊
維
製
の
も
の

六
一
一
一
・
三
〇

同

上

一

（
省

略
）

（
省

略
）

一

同

上

同

上

二

（
省

略
）

二

同

上

㈠

（
省

略
）

（
省

略
）

㈠

同

上

同

上

㈡

（
省

略
）

（
省

略
）

㈡

同

上

同

上

三

そ
の
他
の
も
の

一
○
・
七
％

三

そ
の
他
の
も
の

㈠

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、

レ
ー
ス
を
使
用
し
た
も

の
及
び
模
様
編
み
の
組

織
を
有
す
る
も
の

一
六
・
五
％

㈡

そ
の
他
の
も
の

一
三
・
六
％

六
一
一
一
・
九
〇

そ
の
他
の
紡
織
用
繊
維
製
の
も
の

六
一
一
一
・
九
〇

同

上

一

（
省

略
）

（
省

略
）

一

同

上

同

上

二

（
省

略
）

二

同

上

㈠

（
省

略
）

（
省

略
）

㈠

同

上

同

上

㈡

（
省

略
）

（
省

略
）

㈡

同

上

同

上

三

そ
の
他
の
も
の

三

そ
の
他
の
も
の

㈠

羊
毛
製
又
は
繊
獣
毛
製

㈠

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、

の
も
の

一
○
・
九
％

レ
ー
ス
を
使
用
し
た
も

の
及
び
模
様
編
み
の
組

織
を
有
す
る
も
の

一
六
・
八
％

㈡

そ
の
他
の
も
の

八
・
四
％

㈡

そ
の
他
の
も
の

Ａ

羊
毛
製
又
は
繊
獣
毛
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製
の
も
の

一
三
％

Ｂ

そ
の
他
の
も
の

一
四
％

六
一
・
一
二

ト
ラ
ッ
ク
ス
ー
ツ
、
ス
キ
ー
ス
ー
ツ

六
一
・
一
二

ト
ラ
ッ
ク
ス
ー
ツ
、
ス
キ
ー
ス
ー
ツ

及
び
水
着
（
メ
リ
ヤ
ス
編
み
又
は
ク

及
び
水
着
（
メ
リ
ヤ
ス
編
み
又
は
ク

ロ
セ
編
み
の
も
の
に
限
る
。
）

ロ
セ
編
み
の
も
の
に
限
る
。
）

ト
ラ
ッ
ク
ス
ー
ツ

ト
ラ
ッ
ク
ス
ー
ツ

六
一
一
二
・
一
一

綿
製
の
も
の

一
○
・
九
％

六
一
一
二
・
一
一

綿
製
の
も
の

一

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、

レ
ー
ス
を
使
用
し
た
も

の
及
び
模
様
編
み
の
組

織
を
有
す
る
も
の

一
六
・
八
％

二

そ
の
他
の
も
の

一
四
％

六
一
一
二
・
一
二

合
成
繊
維
製
の
も
の

一
○
・
九
％

六
一
一
二
・
一
二

合
成
繊
維
製
の
も
の

一

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、

レ
ー
ス
を
使
用
し
た
も

の
及
び
模
様
編
み
の
組

織
を
有
す
る
も
の

一
六
・
八
％

二

そ
の
他
の
も
の

一
四
％

六
一
一
二
・
一
九

そ
の
他
の
紡
織
用
繊
維
製
の
も

六
一
一
二
・
一
九

そ
の
他
の
紡
織
用
繊
維
製
の
も

の

八
・
四
％

の
一

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、

レ
ー
ス
を
使
用
し
た
も

の
及
び
模
様
編
み
の
組

織
を
有
す
る
も
の

一
六
・
八
％

二

そ
の
他
の
も
の

一
四
％

六
一
一
二
・
二
〇

ス
キ
ー
ス
ー
ツ

六
一
一
二
・
二
〇

ス
キ
ー
ス
ー
ツ

一

合
成
繊
維
製
の
も
の

一
○
・
九
％

一

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、
レ

ー
ス
を
使
用
し
た
も
の
及
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び
模
様
編
み
の
組
織
を
有

す
る
も
の

一
六
・
八
％

二

そ
の
他
の
も
の

八
・
四
％

二

そ
の
他
の
も
の

一
四
％

男
子
用
の
水
着

男
子
用
の
水
着

六
一
一
二
・
三
一

合
成
繊
維
製
の
も
の

一
○
・
九
％

六
一
一
二
・
三
一

合
成
繊
維
製
の
も
の

一

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、

レ
ー
ス
を
使
用
し
た
も

の
及
び
模
様
編
み
の
組

織
を
有
す
る
も
の

一
六
・
八
％

二

そ
の
他
の
も
の

一
四
％

六
一
一
二
・
三
九

そ
の
他
の
紡
織
用
繊
維
製
の
も

六
一
一
二
・
三
九

そ
の
他
の
紡
織
用
繊
維
製
の
も

の

八
・
四
％

の
一

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、

レ
ー
ス
を
使
用
し
た
も

の
及
び
模
様
編
み
の
組

織
を
有
す
る
も
の

一
六
・
八
％

二

そ
の
他
の
も
の

一
四
％

女
子
用
の
水
着

女
子
用
の
水
着

六
一
一
二
・
四
一

合
成
繊
維
製
の
も
の

一
○
・
九
％

六
一
一
二
・
四
一

合
成
繊
維
製
の
も
の

一

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、

レ
ー
ス
を
使
用
し
た
も

の
及
び
模
様
編
み
の
組

織
を
有
す
る
も
の

一
六
・
八
％

二

そ
の
他
の
も
の

一
四
％

六
一
一
二
・
四
九

そ
の
他
の
紡
織
用
繊
維
製
の
も

六
一
一
二
・
四
九

そ
の
他
の
紡
織
用
繊
維
製
の
も

の

八
・
四
％

の
一

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、

レ
ー
ス
を
使
用
し
た
も
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の
及
び
模
様
編
み
の
組

織
を
有
す
る
も
の

一
六
・
八
％

二

そ
の
他
の
も
の

一
四
％

（
省

略
）

（
省

略
）

（
省

略
）

同

上

同

上

同

上

六
一
・
一
四

そ
の
他
の
衣
類
（
メ
リ
ヤ
ス
編
み
又

六
一
・
一
四

そ
の
他
の
衣
類
（
メ
リ
ヤ
ス
編
み
又

は
ク
ロ
セ
編
み
の
も
の
に
限
る
。
）

は
ク
ロ
セ
編
み
の
も
の
に
限
る
。
）

六
一
一
四
・
二
〇

綿
製
の
も
の

八
・
一
％

六
一
一
四
・
二
〇

綿
製
の
も
の

一

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、
レ

ー
ス
を
使
用
し
た
も
の
及

び
模
様
編
み
の
組
織
を
有

す
る
も
の

一
六
・
三
％

二

そ
の
他
の
も
の

一
二
％

六
一
一
四
・
三
〇

人
造
繊
維
製
の
も
の

八
・
一
％

六
一
一
四
・
三
〇

人
造
繊
維
製
の
も
の

一

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、
レ

ー
ス
を
使
用
し
た
も
の
及

び
模
様
編
み
の
組
織
を
有

す
る
も
の

一
六
・
二
％

二

そ
の
他
の
も
の

一
三
・
一
％

六
一
一
四
・
九
〇

そ
の
他
の
紡
織
用
繊
維
製
の
も
の

八
・
一
％

六
一
一
四
・
九
〇

そ
の
他
の
紡
織
用
繊
維
製
の
も
の

一

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、
レ

ー
ス
を
使
用
し
た
も
の
及

び
模
様
編
み
の
組
織
を
有

す
る
も
の

㈠

羊
毛
製
又
は
繊
獣
毛
製

の
も
の

一
六
・
五
％

㈡

そ
の
他
の
も
の

一
四
％
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二

そ
の
他
の
も
の

㈠

羊
毛
製
又
は
繊
獣
毛
製

の
も
の

一
三
・
五
％

㈡

そ
の
他
の
も
の

一
二
・
六
％

（
省

略
）

（
省

略
）

（
省

略
）

同

上

同

上

同

上

六
一
・
一
七

そ
の
他
の
衣
類
附
属
品
（
製
品
に
し

六
一
・
一
七

同

上

た
も
の
で
、
メ
リ
ヤ
ス
編
み
又
は
ク

ロ
セ
編
み
の
も
の
に
限
る
。
）
及
び

衣
類
又
は
衣
類
附
属
品
の
部
分
品
（

メ
リ
ヤ
ス
編
み
又
は
ク
ロ
セ
編
み
の

も
の
に
限
る
。
）

六
一
一
七
・
一
〇

シ
ョ
ー
ル
、
ス
カ
ー
フ
、
マ
フ
ラ

六
一
一
七
・
一
〇

シ
ョ
ー
ル
、
ス
カ
ー
フ
、
マ
フ
ラ

ー
、
マ
ン
テ
ィ
ー
ラ
、
ベ
ー
ル
そ

ー
、
マ
ン
テ
ィ
ー
ラ
、
ベ
ー
ル
そ

の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
製
品

八
・
四
％

の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
製
品

一

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、
レ

ー
ス
を
使
用
し
た
も
の
及

び
模
様
編
み
の
組
織
を
有

す
る
も
の

一
六
・
八
％

二

そ
の
他
の
も
の

一
一
・
二
％

六
一
一
七
・
八
〇

そ
の
他
の
附
属
品

六
一
一
七
・
八
〇

同

上

一

（
省

略
）

一

同

上

㈠

（
省

略
）

（
省

略
）

㈠

同

上

同

上

㈡

（
省

略
）

（
省

略
）

㈡

同

上

同

上

二

そ
の
他
の
も
の

八
・
四
％

二

そ
の
他
の
も
の

㈠

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、

レ
ー
ス
を
使
用
し
た
も
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の
及
び
模
様
編
み
の
組

織
を
有
す
る
も
の

一
六
・
八
％

㈡

そ
の
他
の
も
の

一
一
・
二
％

六
一
一
七
・
九
〇

部
分
品

八
・
四
％

六
一
一
七
・
九
〇

部
分
品

一

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、
レ

ー
ス
を
使
用
し
た
も
の
及

び
模
様
編
み
の
組
織
を
有

す
る
も
の

一
六
・
八
％

二

そ
の
他
の
も
の

一
一
・
二
％

（
省

略
）

同

上

（
省

略
）

（
省

略
）

（
省

略
）

同

上

同

上

同

上

六
二
・
一
四

シ
ョ
ー
ル
、
ス
カ
ー
フ
、
マ
フ
ラ
ー

六
二
・
一
四

同

上

、
マ
ン
テ
ィ
ー
ラ
、
ベ
ー
ル
そ
の
他

こ
れ
ら
に
類
す
る
製
品

六
二
一
四
・
一
〇

六
二
一
四
・
一
〇

（
省

略
）

（
省

略
）

同

上

同

上

～

～

六
二
一
四
・
四
〇

六
二
一
四
・
四
〇

六
二
一
四
・
九
〇

そ
の
他
の
紡
織
用
繊
維
製
の
も
の

六
二
一
四
・
九
〇

同

上

一

（
省

略
）

（
省

略
）

一

同

上

同

上

二

そ
の
他
の
も
の

二

同

上

㈠

（
省

略
）

（
省

略
）

㈠

同

上

同

上

㈡

そ
の
他
の
も
の

四
・
四
％

㈡

そ
の
他
の
も
の

Ａ

し
し
ゆ
う
し
た
も
の

、
レ
ー
ス
製
の
も
の

及
び
レ
ー
ス
を
使
用

し
た
も
の

八
％

Ｂ

そ
の
他
の
も
の

五
・
三
％
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（
省

略
）

（
省

略
）

（
省

略
）

同

上

同

上

同

上

六
二
・
一
六

六
二
・
一
六

六
二
一
六
・
〇
〇

手
袋
、
ミ
ト
ン
及
び
ミ
ッ
ト

六
二
一
六
・
〇
〇

手
袋
、
ミ
ト
ン
及
び
ミ
ッ
ト

七
・
八
％

一

剣
道
用
の
小
手

無
税

二

そ
の
他
の
も
の

七
・
八
％

（
省

略
）

（
省

略
）

（
省

略
）

同

上

同

上

同

上

（
省

略
）

同

上

（
省

略
）

（
省

略
）

（
省

略
）

同

上

同

上

同

上

六
三
・
〇
二

ベ
ッ
ド
リ
ネ
ン
、
テ
ー
ブ
ル
リ
ネ
ン

六
三
・
〇
二

同

上

、
ト
イ
レ
ッ
ト
リ
ネ
ン
及
び
キ
ッ
チ

ン
リ
ネ
ン

六
三
〇
二
・
一
〇

ベ
ッ
ド
リ
ネ
ン
（
メ
リ
ヤ
ス
編
み

六
三
〇
二
・
一
〇

ベ
ッ
ド
リ
ネ
ン
（
メ
リ
ヤ
ス
編
み

又
は
ク
ロ
セ
編
み
の
も
の
に
限
る

又
は
ク
ロ
セ
編
み
の
も
の
に
限
る

。
）

九
・
一
％

。
）一

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、
レ

ー
ス
を
使
用
し
た
も
の
及

び
模
様
編
み
の
組
織
を
有

す
る
も
の

一
六
・
八
％

二

そ
の
他
の
も
の

一
一
・
二
％

六
三
〇
二
・
二
一

六
三
〇
二
・
二
一

（
省

略
）

（
省

略
）

同

上

同

上

～

～

六
三
〇
二
・
三
九

六
三
〇
二
・
三
九

六
三
〇
二
・
四
〇

テ
ー
ブ
ル
リ
ネ
ン
（
メ
リ
ヤ
ス
編

六
三
〇
二
・
四
〇

テ
ー
ブ
ル
リ
ネ
ン
（
メ
リ
ヤ
ス
編

み
又
は
ク
ロ
セ
編
み
の
も
の
に
限

み
又
は
ク
ロ
セ
編
み
の
も
の
に
限
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る
。
）

九
・
一
％

る
。
）

一

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、
レ

ー
ス
を
使
用
し
た
も
の
及

び
模
様
編
み
の
組
織
を
有

す
る
も
の

一
六
・
八
％

二

そ
の
他
の
も
の

一
一
・
二
％

そ
の
他
の
テ
ー
ブ
ル
リ
ネ
ン

同

上

六
三
〇
二
・
五
一

（
省

略
）

（
省

略
）

六
三
〇
二
・
五
一

同

上

同

上

六
三
〇
二
・
五
三

人
造
繊
維
製
の
も
の

五
・
三
％

六
三
〇
二
・
五
三

人
造
繊
維
製
の
も
の

六
・
四
％

六
三
〇
二
・
五
九

そ
の
他
の
紡
織
用
繊
維
製
の
も

六
三
〇
二
・
五
九

同

上

の
一

（
省

略
）

（
省

略
）

一

同

上

同

上

二

そ
の
他
の
も
の

五
・
三
％

二

そ
の
他
の
も
の

六
・
四
％

六
三
〇
二
・
六
〇

六
三
〇
二
・
六
〇

（
省

略
）

（
省

略
）

同

上

同

上

～

～

六
三
〇
二
・
九
九

六
三
〇
二
・
九
九

六
三
・
〇
三

カ
ー
テ
ン
（
ド
レ
ー
プ
を
含
む
。
）

六
三
・
〇
三

同

上

、
室
内
用
ブ
ラ
イ
ン
ド
、
カ
ー
テ
ン

バ
ラ
ン
ス
及
び
ベ
ッ
ド
バ
ラ
ン
ス

メ
リ
ヤ
ス
編
み
又
は
ク
ロ
セ
編
み

同

上

の
も
の

六
三
〇
三
・
一
二

合
成
繊
維
製
の
も
の

九
・
一
％

六
三
〇
三
・
一
二

合
成
繊
維
製
の
も
の

一

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、

レ
ー
ス
を
使
用
し
た
も

の
及
び
模
様
編
み
の
組

織
を
有
す
る
も
の

一
六
・
八
％

二

そ
の
他
の
も
の

一
一
・
二
％

六
三
〇
三
・
一
九

そ
の
他
の
紡
織
用
繊
維
製
の
も

六
三
〇
三
・
一
九

そ
の
他
の
紡
織
用
繊
維
製
の
も
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の

九
・
一
％

の
一

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、

レ
ー
ス
を
使
用
し
た
も

の
及
び
模
様
編
み
の
組

織
を
有
す
る
も
の

一
六
・
八
％

二

そ
の
他
の
も
の

一
一
・
二
％

そ
の
他
の
も
の

同

上

六
三
〇
三
・
九
一

六
三
〇
三
・
九
一

（
省

略
）

（
省

略
）

同

上

同

上

～

～

六
三
〇
三
・
九
二

六
三
〇
三
・
九
二

六
三
〇
三
・
九
九

そ
の
他
の
紡
織
用
繊
維
製
の
も

六
三
〇
三
・
九
九

同

上

の
一

（
省

略
）

（
省

略
）

一

同

上

同

上

二

そ
の
他
の
も
の

五
・
三
％

二

そ
の
他
の
も
の

六
・
四
％

六
三
・
〇
四

そ
の
他
の
室
内
用
品
（
第
九
四
・
〇

六
三
・
〇
四

同

上

四
項
の
も
の
を
除
く
。
）

ベ
ッ
ド
ス
プ
レ
ッ
ド

同

上

六
三
〇
四
・
一
一

メ
リ
ヤ
ス
編
み
又
は
ク
ロ
セ
編

六
三
〇
四
・
一
一

メ
リ
ヤ
ス
編
み
又
は
ク
ロ
セ
編

み
の
も
の

九
・
一
％

み
の
も
の

一

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、

レ
ー
ス
を
使
用
し
た
も

の
及
び
模
様
編
み
の
組

織
を
有
す
る
も
の

一
六
・
八
％

二

そ
の
他
の
も
の

一
一
・
二
％

六
三
〇
四
・
一
九

そ
の
他
の
も
の

六
三
〇
四
・
一
九

同

上

一

（
省

略
）

（
省

略
）

一

同

上

同

上

二

（
省

略
）

（
省

略
）

二

同

上

同

上

三

そ
の
他
の
も
の

五
・
三
％

三

そ
の
他
の
も
の

六
・
四
％
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六
三
〇
四
・
二
〇

（
省

略
）

（
省

略
）

六
三
〇
四
・
二
〇

同

上

同

上

そ
の
他
の
も
の

同

上

六
三
〇
四
・
九
一

メ
リ
ヤ
ス
編
み
又
は
ク
ロ
セ
編

六
三
〇
四
・
九
一

メ
リ
ヤ
ス
編
み
又
は
ク
ロ
セ
編

み
の
も
の

九
・
一
％

み
の
も
の

一

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、

レ
ー
ス
を
使
用
し
た
も

の
及
び
模
様
編
み
の
組

織
を
有
す
る
も
の

一
六
・
八
％

二

そ
の
他
の
も
の

一
一
・
二
％

六
三
〇
四
・
九
二

六
三
〇
四
・
九
二

（
省

略
）

（
省

略
）

同

上

同

上

～

～

六
三
〇
四
・
九
三

六
三
〇
四
・
九
三

六
三
〇
四
・
九
九

そ
の
他
の
紡
織
用
繊
維
製
の
も

六
三
〇
四
・
九
九

同

上

の
（
メ
リ
ヤ
ス
編
み
又
は
ク
ロ

セ
編
み
の
も
の
を
除
く
。
）

一

（
省

略
）

（
省

略
）

一

同

上

同

上

二

そ
の
他
の
も
の

五
・
三
％

二

そ
の
他
の
も
の

六
・
四
％

（
省

略
）

（
省

略
）

（
省

略
）

同

上

同

上

同

上

（
省

略
）

同

上

（
省

略
）

（
省

略
）

（
省

略
）

同

上

同

上

同

上

七
四
・
〇
二

七
四
・
〇
二

七
四
〇
二
・
〇
〇

粗
銅
及
び
電
解
精
製
用
陽
極
銅

七
四
〇
二
・
〇
〇

粗
銅
及
び
電
解
精
製
用
陽
極
銅

一
キ
ロ
グ
ラ

一

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム

ム
に
つ
き
一

に
つ
き
四
七
五
円
以
下
の
も

五
円

の

一
キ
ロ
グ
ラ

ム
に
つ
き
一
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五
円

二

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム

に
つ
き
四
七
五
円
を
超
え
四

九
〇
円
以
下
の
も
の

一
キ
ロ
グ
ラ

ム
に
つ
き
、

課
税
価
格
と

四
九
〇
円
と

の
差
額

三

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム

に
つ
き
四
九
〇
円
を
超
え
る

も
の

無
税

七
四
・
〇
三

精
製
銅
又
は
銅
合
金
の
塊

七
四
・
〇
三

同

上

精
製
銅

同

上

七
四
〇
三
・
一
一

陰
極
銅
及
び
そ
の
切
断
片

七
四
〇
三
・
一
一

陰
極
銅
及
び
そ
の
切
断
片

一
キ
ロ
グ
ラ

一

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ

ム
に
つ
き
一

ラ
ム
に
つ
き
四
八
五
円

五
円

以
下
の
も
の

一
キ
ロ
グ
ラ

ム
に
つ
き
一

五
円

二

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ

ラ
ム
に
つ
き
四
八
五
円

を
超
え
五
〇
〇
円
以
下

の
も
の

一
キ
ロ
グ
ラ

ム
に
つ
き
、

課
税
価
格
と

五
〇
〇
円
と

の
差
額

三

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ
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ラ
ム
に
つ
き
五
〇
〇
円

を
超
え
る
も
の

無
税

七
四
〇
三
・
一
二

ワ
イ
ヤ
バ
ー

七
四
〇
三
・
一
二

ワ
イ
ヤ
バ
ー

一
キ
ロ
グ
ラ

一

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ

ム
に
つ
き
一

ラ
ム
に
つ
き
四
八
五
円

五
円

以
下
の
も
の

一
キ
ロ
グ
ラ

ム
に
つ
き
一

五
円

二

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ

ラ
ム
に
つ
き
四
八
五
円

を
超
え
五
〇
〇
円
以
下

の
も
の

一
キ
ロ
グ
ラ

ム
に
つ
き
、

課
税
価
格
と

五
〇
〇
円
と

の
差
額

三

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ

ラ
ム
に
つ
き
五
〇
〇
円

を
超
え
る
も
の

無
税

七
四
〇
三
・
一
三

ビ
レ
ッ
ト

七
四
〇
三
・
一
三

ビ
レ
ッ
ト

一
キ
ロ
グ
ラ

一

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ

ム
に
つ
き
一

ラ
ム
に
つ
き
四
八
五
円

五
円

以
下
の
も
の

一
キ
ロ
グ
ラ

ム
に
つ
き
一

五
円

二

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ

ラ
ム
に
つ
き
四
八
五
円

を
超
え
五
〇
〇
円
以
下
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の
も
の

一
キ
ロ
グ
ラ

ム
に
つ
き
、

課
税
価
格
と

五
〇
〇
円
と

の
差
額

三

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ

ラ
ム
に
つ
き
五
〇
〇
円

を
超
え
る
も
の

無
税

七
四
〇
三
・
一
九

そ
の
他
の
も
の

七
四
〇
三
・
一
九

そ
の
他
の
も
の

一
キ
ロ
グ
ラ

一

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ

ム
に
つ
き
一

ラ
ム
に
つ
き
四
八
五
円

五
円

以
下
の
も
の

一
キ
ロ
グ
ラ

ム
に
つ
き
一

五
円

二

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ

ラ
ム
に
つ
き
四
八
五
円

を
超
え
五
〇
〇
円
以
下

の
も
の

一
キ
ロ
グ
ラ

ム
に
つ
き
、

課
税
価
格
と

五
〇
〇
円
と

の
差
額

三

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ

ラ
ム
に
つ
き
五
〇
〇
円

を
超
え
る
も
の

無
税

銅
合
金

同

上

七
四
〇
三
・
二
一

（
省

略
）

（
省

略
）

七
四
〇
三
・
二
一

同

上

同

上

七
四
〇
三
・
二
二

銅
・
す
ず
合
金
（
青
銅
）

七
四
〇
三
・
二
二

銅
・
す
ず
合
金
（
青
銅
）

一
キ
ロ
グ
ラ
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一

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ

ム
に
つ
き
一

ラ
ム
に
つ
き
四
八
五
円

五
円

以
下
の
も
の

一
キ
ロ
グ
ラ

ム
に
つ
き
一

五
円

二

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ

ラ
ム
に
つ
き
四
八
五
円

を
超
え
五
〇
〇
円
以
下

の
も
の

一
キ
ロ
グ
ラ

ム
に
つ
き
、

課
税
価
格
と

五
〇
〇
円
と

の
差
額

三

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ

ラ
ム
に
つ
き
五
〇
〇
円

を
超
え
る
も
の

無
税

七
四
〇
三
・
二
九

そ
の
他
の
銅
合
金
（
第
七
四
・

七
四
〇
三
・
二
九

そ
の
他
の
銅
合
金
（
第
七
四
・

〇
五
項
の
マ
ス
タ
ー
ア
ロ
イ
を

〇
五
項
の
マ
ス
タ
ー
ア
ロ
イ
を

除
く
。
）

除
く
。
）

一
キ
ロ
グ
ラ

一

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ

ム
に
つ
き
一

ラ
ム
に
つ
き
四
八
五
円

五
円

以
下
の
も
の

一
キ
ロ
グ
ラ

ム
に
つ
き
一

五
円

二

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ

ラ
ム
に
つ
き
四
八
五
円

を
超
え
五
〇
〇
円
以
下

の
も
の

一
キ
ロ
グ
ラ
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ム
に
つ
き
、

課
税
価
格
と

五
〇
〇
円
と

の
差
額

三

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ

ラ
ム
に
つ
き
五
〇
〇
円

を
超
え
る
も
の

無
税

（
省

略
）

（
省

略
）

（
省

略
）

同

上

同

上

同

上

（
省

略
）

同

上

七
八
・
〇
一

鉛
の
塊

七
八
・
〇
一

同

上

七
八
〇
一
・
一
〇

精
製
鉛

七
八
〇
一
・
一
〇

精
製
鉛

一
キ
ロ
グ
ラ

一

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ
ラ

ム
に
つ
き
八

ム
に
つ
き
一
七
二
円
以
下

円

の
も
の

一
キ
ロ
グ
ラ

ム
に
つ
き
八

円

二

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ
ラ

ム
に
つ
き
一
七
二
円
を
超

え
一
八
〇
円
以
下
の
も
の

一
キ
ロ
グ
ラ

ム
に
つ
き
、

課
税
価
格
と

一
八
〇
円
と

の
差
額

三

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ
ラ

ム
に
つ
き
一
八
〇
円
を
超

え
る
も
の

無
税

そ
の
他
の
も
の

同

上
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七
八
〇
一
・
九
一

含
有
す
る
鉛
以
外
の
元
素
の
う

七
八
〇
一
・
九
一

同

上

ち
重
量
に
お
い
て
ア
ン
チ
モ
ン

が
主
な
も
の

一

電
解
精
製
用
の
も
の
（

一

電
解
精
製
用
の
も
の
（

鉛
の
含
有
量
が
全
重
量

鉛
の
含
有
量
が
全
重
量

の
九
五
％
を
超
え
る
も

の
九
五
％
を
超
え
る
も

の
に
限
る
。
）

の
に
限
る
。
）

二
・
八
％

㈠

課
税
価
格
が
一
キ
ロ

グ
ラ
ム
に
つ
き
一
六

五
円
三
七
銭
以
下
の

も
の

二
・
八
％

㈡

課
税
価
格
が
一
キ
ロ

グ
ラ
ム
に
つ
き
一
六

五
円
三
七
銭
を
超
え

一
七
〇
円
以
下
の
も

の

一
キ
ロ
グ
ラ

ム
に
つ
き
、

課
税
価
格
と

一
七
〇
円
と

の
差
額

㈢

課
税
価
格
が
一
キ
ロ

グ
ラ
ム
に
つ
き
一
七

〇
円
を
超
え
る
も
の

無
税

二

（
省

略
）

（
省

略
）

二

同

上

同

上

七
八
〇
一
・
九
九

そ
の
他
の
も
の

七
八
〇
一
・
九
九

同

上

一

（
省

略
）

（
省

略
）

一

同

上

同

上

二

そ
の
他
の
も
の

二

そ
の
他
の
も
の

㈠

電
解
精
製
用
の
も
の

㈠

電
解
精
製
用
の
も
の
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（
鉛
の
含
有
量
が
全

（
鉛
の
含
有
量
が
全

重
量
の
九
五
％
を
超

重
量
の
九
五
％
を
超

え
る
も
の
に
限
る
。

え
る
も
の
に
限
る
。

）

）

二
・
八
％

Ａ

課
税
価
格
が
一
キ

ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き

一
六
五
円
三
七
銭

以
下
の
も
の

二
・
八
％

Ｂ

課
税
価
格
が
一
キ

ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き

一
六
五
円
三
七
銭

を
超
え
一
七
〇
円

以
下
の
も
の

一
キ
ロ
グ
ラ

ム
に
つ
き
、

課
税
価
格
と

一
七
〇
円
と

の
差
額

Ｃ

課
税
価
格
が
一
キ

ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き

一
七
〇
円
を
超
え

る
も
の

無
税

㈡

そ
の
他
の
も
の

㈡

そ
の
他
の
も
の

一
キ
ロ
グ
ラ

Ａ

課
税
価
格
が
一
キ

ム
に
つ
き
八

ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き

円

一
七
二
円
以
下
の

も
の

一
キ
ロ
グ
ラ

ム
に
つ
き
八

円
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Ｂ

課
税
価
格
が
一
キ

ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き

一
七
二
円
を
超
え

一
八
〇
円
以
下
の

も
の

一
キ
ロ
グ
ラ

ム
に
つ
き
、

課
税
価
格
と

一
八
〇
円
と

の
差
額

Ｃ

課
税
価
格
が
一
キ

ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き

一
八
〇
円
を
超
え

る
も
の

無
税

（
省

略
）

（
省

略
）

（
省

略
）

同

上

同

上

同

上

（
省

略
）

同

上

七
九
・
〇
一

亜
鉛
の
塊

七
九
・
〇
一

同

上

亜
鉛
（
合
金
を
除
く
。
）

同

上

七
九
〇
一
・
一
一

亜
鉛
の
含
有
量
が
全
重
量
の
九

七
九
〇
一
・
一
一

亜
鉛
の
含
有
量
が
全
重
量
の
九

九
・
九
九
％
以
上
の
も
の

九
・
九
九
％
以
上
の
も
の

一
キ
ロ
グ
ラ

一

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ

ム
に
つ
き
八

ラ
ム
に
つ
き
二
四
二
円

円

以
下
の
も
の

一
キ
ロ
グ
ラ

ム
に
つ
き
八

円

二

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ

ラ
ム
に
つ
き
二
四
二
円

を
超
え
二
五
〇
円
以
下
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の
も
の

一
キ
ロ
グ
ラ

ム
に
つ
き
、

課
税
価
格
と

二
五
〇
円
と

の
差
額

三

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ

ラ
ム
に
つ
き
二
五
〇
円

を
超
え
る
も
の

無
税

七
九
〇
一
・
一
二

亜
鉛
の
含
有
量
が
全
重
量
の
九

七
九
〇
一
・
一
二

亜
鉛
の
含
有
量
が
全
重
量
の
九

九
・
九
九
％
未
満
の
も
の

九
・
九
九
％
未
満
の
も
の

一
キ
ロ
グ
ラ

一

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ

ム
に
つ
き
八

ラ
ム
に
つ
き
二
四
二
円

円

以
下
の
も
の

一
キ
ロ
グ
ラ

ム
に
つ
き
八

円

二

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ

ラ
ム
に
つ
き
二
四
二
円

を
超
え
二
五
〇
円
以
下

の
も
の

一
キ
ロ
グ
ラ

ム
に
つ
き
、

課
税
価
格
と

二
五
〇
円
と

の
差
額

三

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ

ラ
ム
に
つ
き
二
五
〇
円

を
超
え
る
も
の

無
税

七
九
〇
一
・
二
〇

（
省

略
）

（
省

略
）

七
九
〇
一
・
二
〇

同

上

同

上
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（
省

略
）

（
省

略
）

（
省

略
）

同

上

同

上

同

上

（
省

略
）

同

上
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○

関
税
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
百
十
一
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
五
年
以
下
の
懲
役
若

第
百
十
一
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
五
年
以
下
の
懲
役
若

し
く
は
千
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。
た
だ
し
、
当

し
く
は
五
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

該
犯
罪
に
係
る
貨
物
の
価
格
の
五
倍
が
千
万
円
を
超
え
る
と
き
は
、
罰
金
は
、

当
該
価
格
の
五
倍
以
下
と
す
る
。

一

第
六
十
七
条
（
輸
出
又
は
輸
入
の
許
可
）
（
第
七
十
五
条
（
外
国
貨
物
の

一

第
六
十
七
条
（
輸
出
又
は
輸
入
の
許
可
）
（
第
七
十
五
条
に
お
い
て
準
用

積
戻
し
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
号
及
び
次
項
に
お
い
て
同

す
る
場
合
を
含
む
。
次
号
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
許
可
を
受
け
る

じ
。
）
の
許
可
を
受
け
る
べ
き
貨
物
に
つ
い
て
当
該
許
可
を
受
け
な
い
で
当

べ
き
貨
物
に
つ
い
て
当
該
許
可
を
受
け
な
い
で
当
該
貨
物
を
輸
出
（
本
邦
か

該
貨
物
を
輸
出
（
本
邦
か
ら
外
国
に
向
け
て
行
う
外
国
貨
物
（
仮
に
陸
揚
げ

ら
外
国
に
向
け
て
行
う
外
国
貨
物
（
仮
に
陸
揚
げ
さ
れ
た
貨
物
を
除
く
。
）

さ
れ
た
貨
物
を
除
く
。
）
の
積
戻
し
を
含
む
。
次
号
及
び
次
項
に
お
い
て
同

の
積
戻
し
を
含
む
。
次
号
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
し
、
又
は
輸
入
し

じ
。
）
し
、
又
は
輸
入
し
た
者

た
者

二

（
省

略
）

二

同

上

２
・
３

（
省

略
）

２
・
３

同

上

４

第
一
項
又
は
第
二
項
の
罪
を
犯
す
目
的
を
も
つ
て
そ
の
予
備
を
し
た
者
は
、

４

第
一
項
又
は
第
二
項
の
罪
を
犯
す
目
的
を
も
つ
て
そ
の
予
備
を
し
た
者
は
、

三
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
五
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併

三
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
三
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併

科
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
犯
罪
に
係
る
貨
物
の
価
格
の
五
倍
が
五
百
万
円
を
超

科
す
る
。

え
る
と
き
は
、
罰
金
は
、
当
該
価
格
の
五
倍
以
下
と
す
る
。

第
百
十
二
条

（
省

略
）

第
百
十
二
条

同

上

２

（
省

略
）

２

同

上

３

前
条
第
一
項
の
犯
罪
に
係
る
貨
物
に
つ
い
て
情
を
知
つ
て
運
搬
等
を
し
た
者

３

前
条
第
一
項
の
犯
罪
に
係
る
貨
物
に
つ
い
て
情
を
知
つ
て
運
搬
等
を
し
た
者

は
、
三
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
五
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ

は
、
三
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
三
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ

を
併
科
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
犯
罪
に
係
る
貨
物
の
価
格
の
三
倍
が
五
百
万
円

を
併
科
す
る
。

を
超
え
る
と
き
は
、
罰
金
は
、
当
該
価
格
の
三
倍
以
下
と
す
る
。
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○

関
税
暫
定
措
置
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
六
号
）
（
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
暫
定
税
率
）

（
暫
定
税
率
）

第
二
条

別
表
第
一
に
掲
げ
る
物
品
で
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
輸

第
二
条

別
表
第
一
に
掲
げ
る
物
品
で
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
輸
入

入
さ
れ
る
も
の
に
課
す
る
関
税
の
率
は
、
同
表
に
定
め
る
税
率
と
す
る
。

さ
れ
る
も
の
に
課
す
る
関
税
の
率
は
、
同
表
に
定
め
る
税
率
と
す
る
。

２

別
表
第
一
の
三
に
掲
げ
る
物
品
で
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
輸

２

別
表
第
一
の
三
に
掲
げ
る
物
品
で
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
輸
入

入
さ
れ
る
も
の
に
課
す
る
関
税
の
率
は
、
同
表
に
定
め
る
期
間
内
に
輸
入
さ
れ

さ
れ
る
も
の
に
課
す
る
関
税
の
率
は
、
同
表
に
定
め
る
期
間
内
に
輸
入
さ
れ
る

る
も
の
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
に
定
め
る
税
率
と
す
る
。

も
の
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
に
定
め
る
税
率
と
す
る
。

（
輸
入
数
量
が
輸
入
基
準
数
量
を
超
え
た
場
合
の
特
別
緊
急
関
税
）

（
輸
入
数
量
が
輸
入
基
準
数
量
を
超
え
た
場
合
の
特
別
緊
急
関
税
）

第
七
条
の
三

平
成
七
年
度
か
ら
平
成
三
十
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
、
別

第
七
条
の
三

平
成
七
年
度
か
ら
平
成
二
十
九
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
、

表
第
一
の
六
に
掲
げ
る
物
品
に
つ
い
て
、
当
該
年
度
中
の
こ
れ
ら
の
物
品
の
輸

別
表
第
一
の
六
に
掲
げ
る
物
品
に
つ
い
て
、
当
該
年
度
中
の
こ
れ
ら
の
物
品
の

入
数
量
を
同
表
の
各
項
ご
と
に
合
計
し
た
輸
入
数
量
が
あ
ら
か
じ
め
財
務
大
臣

輸
入
数
量
を
同
表
の
各
項
ご
と
に
合
計
し
た
輸
入
数
量
が
あ
ら
か
じ
め
財
務
大

が
告
示
す
る
数
量
（
以
下
こ
の
条
及
び
同
表
に
お
い
て
「
輸
入
基
準
数
量
」
と

臣
が
告
示
す
る
数
量
（
以
下
こ
の
条
及
び
同
表
に
お
い
て
「
輸
入
基
準
数
量
」

い
う
。
）
を
超
え
た
場
合
に
は
、
当
該
各
項
に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち
そ
の
超
え

と
い
う
。
）
を
超
え
た
場
合
に
は
、
当
該
各
項
に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち
そ
の
超

る
こ
と
と
な
つ
た
月
の
翌
々
月
の
初
日
（
次
項
第
六
号
及
び
第
八
項
に
お
い
て

え
る
こ
と
と
な
つ
た
月
の
翌
々
月
の
初
日
（
次
項
第
六
号
及
び
第
八
項
に
お
い

「
発
動
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
当
該
年
度
の
末
日
ま
で
の
期
間
内
に
輸
入
さ
れ

て
「
発
動
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
当
該
年
度
の
末
日
ま
で
の
期
間
内
に
輸
入
さ

る
も
の
に
課
す
る
関
税
の
率
は
、
関
税
定
率
法
第
三
条
（
課
税
標
準
及
び
税
率

れ
る
も
の
に
課
す
る
関
税
の
率
は
、
関
税
定
率
法
第
三
条
（
課
税
標
準
及
び
税

）
の
規
定
又
は
第
二
条
若
し
く
は
第
八
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規

率
）
の
規
定
又
は
第
二
条
若
し
く
は
第
八
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
法
別
表
に
定
め
る
税
率
（
別
表
第
一
の
三
に
掲
げ
る
物

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
法
別
表
に
定
め
る
税
率
（
別
表
第
一
の
三
に
掲
げ
る

品
に
あ
つ
て
は
、
同
表
に
定
め
る
税
率
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及

物
品
に
あ
つ
て
は
、
同
表
に
定
め
る
税
率
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

び
世
界
貿
易
機
関
を
設
立
す
る
マ
ラ
ケ
シ
ュ
協
定
附
属
書
一
Ａ
の
千
九
百
九
十

及
び
世
界
貿
易
機
関
を
設
立
す
る
マ
ラ
ケ
シ
ュ
協
定
附
属
書
一
Ａ
の
千
九
百
九

四
年
の
関
税
及
び
貿
易
に
関
す
る
一
般
協
定
の
マ
ラ
ケ
シ
ュ
議
定
書
に
附
属
す

十
四
年
の
関
税
及
び
貿
易
に
関
す
る
一
般
協
定
の
マ
ラ
ケ
シ
ュ
議
定
書
に
附
属

る
譲
許
表
の
第
三
十
八
表
の
日
本
国
の
譲
許
表
に
定
め
る
税
率
（
第
七
条
の
七

す
る
譲
許
表
の
第
三
十
八
表
の
日
本
国
の
譲
許
表
に
定
め
る
税
率
（
第
七
条
の

及
び
第
八
条
の
二
に
お
い
て
「
協
定
税
率
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
い
ず
れ
か
低

七
及
び
第
八
条
の
二
に
お
い
て
「
協
定
税
率
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
い
ず
れ
か
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い
も
の
（
関
税
に
つ
い
て
の
条
約
の
特
別
の
規
定
及
び
同
法
第
五
条
（
便
益
関

低
い
も
の
（
関
税
に
つ
い
て
の
条
約
の
特
別
の
規
定
及
び
同
法
第
五
条
（
便
益

税
）
の
規
定
に
よ
る
便
益
を
受
け
な
い
国
（
そ
の
一
部
で
あ
る
地
域
を
含
む
。

関
税
）
の
規
定
に
よ
る
便
益
を
受
け
な
い
国
（
そ
の
一
部
で
あ
る
地
域
を
含
む

）
の
生
産
物
で
輸
入
さ
れ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
同
法
別
表
に
定
め
る
税
率
。

。
）
の
生
産
物
で
輸
入
さ
れ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
同
法
別
表
に
定
め
る
税
率

次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
通
常
の
関
税
率
」
と
い
う
。
）
に
、
別
表
第
一
の
六

。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
通
常
の
関
税
率
」
と
い
う
。
）
に
、
別
表
第
一
の

に
定
め
る
期
間
内
に
輸
入
さ
れ
る
も
の
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
に
定

六
に
定
め
る
期
間
内
に
輸
入
さ
れ
る
も
の
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
に

め
る
税
率
を
加
算
し
た
税
率
と
す
る
。
た
だ
し
、
平
成
三
十
年
度
に
お
い
て
は

定
め
る
税
率
を
加
算
し
た
税
率
と
す
る
。
た
だ
し
、
平
成
二
十
九
年
度
に
お
い

、
飼
料
用
麦
（
同
法
別
表
第
一
○
○
一
・
九
九
号
に
掲
げ
る
物
品
（
メ
ス
リ
ン

て
は
、
飼
料
用
麦
（
同
法
別
表
第
一
○
○
一
・
九
九
号
に
掲
げ
る
物
品
（
メ
ス

を
除
く
。
）
又
は
同
表
第
一
○
○
三
・
九
○
号
に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち
飼
料
用

リ
ン
を
除
く
。
）
又
は
同
表
第
一
○
○
三
・
九
○
号
に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち
飼

の
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
含
む
別
表
第
一
の
六
の

料
用
の
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
含
む
別
表
第
一
の

項
に
あ
つ
て
は
、
当
該
年
度
中
の
こ
れ
ら
の
項
に
掲
げ
る
物
品
の
輸
入
数
量
を

六
の
項
に
あ
つ
て
は
、
当
該
年
度
中
の
こ
れ
ら
の
項
に
掲
げ
る
物
品
の
輸
入
数

当
該
各
項
ご
と
に
合
計
し
た
輸
入
数
量
か
ら
当
該
年
度
中
の
当
該
各
項
の
第
九

量
を
当
該
各
項
ご
と
に
合
計
し
た
輸
入
数
量
か
ら
当
該
年
度
中
の
当
該
各
項
の

条
の
二
第
一
項
の
譲
許
の
便
益
の
適
用
を
受
け
る
飼
料
用
麦
の
輸
入
数
量
を
当

第
九
条
の
二
第
一
項
の
譲
許
の
便
益
の
適
用
を
受
け
る
飼
料
用
麦
の
輸
入
数
量

該
各
項
ご
と
に
合
計
し
た
輸
入
数
量
を
控
除
し
た
輸
入
数
量
が
あ
ら
か
じ
め
財

を
当
該
各
項
ご
と
に
合
計
し
た
輸
入
数
量
を
控
除
し
た
輸
入
数
量
が
あ
ら
か
じ

務
大
臣
が
告
示
す
る
数
量
（
第
六
項
に
お
い
て
「
協
定
対
象
外
輸
入
基
準
数
量

め
財
務
大
臣
が
告
示
す
る
数
量
（
第
六
項
に
お
い
て
「
協
定
対
象
外
輸
入
基
準

」
と
い
う
。
）
を
超
え
た
場
合
に
限
る
。

数
量
」
と
い
う
。
）
を
超
え
た
場
合
に
限
る
。

２
～
７

（
省

略
）

２
～
７

同

上

８

財
務
大
臣
は
、
別
表
第
一
の
六
に
掲
げ
る
物
品
に
つ
い
て
は
、
当
該
年
度
の

８

財
務
大
臣
は
、
別
表
第
一
の
六
に
掲
げ
る
物
品
に
つ
い
て
は
、
当
該
年
度
の

初
日
か
ら
毎
月
末
ま
で
の
こ
れ
ら
の
物
品
の
輸
入
数
量
を
同
表
の
各
項
ご
と
に

初
日
か
ら
毎
月
末
ま
で
の
こ
れ
ら
の
物
品
の
輸
入
数
量
を
同
表
の
各
項
ご
と
に

合
計
し
た
輸
入
数
量
（
平
成
三
十
年
度
に
お
い
て
は
、
飼
料
用
麦
を
含
む
項
に

合
計
し
た
輸
入
数
量
（
平
成
二
十
九
年
度
に
お
い
て
は
、
飼
料
用
麦
を
含
む
項

あ
つ
て
は
、
当
該
年
度
の
初
日
か
ら
毎
月
末
ま
で
の
こ
れ
ら
の
項
に
掲
げ
る
物

に
あ
つ
て
は
、
当
該
年
度
の
初
日
か
ら
毎
月
末
ま
で
の
こ
れ
ら
の
項
に
掲
げ
る

品
の
輸
入
数
量
を
当
該
各
項
ご
と
に
合
計
し
た
輸
入
数
量
及
び
当
該
輸
入
数
量

物
品
の
輸
入
数
量
を
当
該
各
項
ご
と
に
合
計
し
た
輸
入
数
量
及
び
当
該
輸
入
数

か
ら
当
該
年
度
の
初
日
か
ら
毎
月
末
ま
で
の
当
該
各
項
の
第
九
条
の
二
第
一
項

量
か
ら
当
該
年
度
の
初
日
か
ら
毎
月
末
ま
で
の
当
該
各
項
の
第
九
条
の
二
第
一

の
譲
許
の
便
益
の
適
用
を
受
け
る
飼
料
用
麦
の
輸
入
数
量
を
当
該
各
項
ご
と
に

項
の
譲
許
の
便
益
の
適
用
を
受
け
る
飼
料
用
麦
の
輸
入
数
量
を
当
該
各
項
ご
と

合
計
し
た
輸
入
数
量
を
控
除
し
た
輸
入
数
量
）
を
翌
月
末
日
ま
で
に
、
当
該
年

に
合
計
し
た
輸
入
数
量
を
控
除
し
た
輸
入
数
量
）
を
翌
月
末
日
ま
で
に
、
当
該

度
中
の
同
表
に
掲
げ
る
物
品
の
輸
入
数
量
を
同
表
の
各
項
ご
と
に
合
計
し
た
輸

年
度
中
の
同
表
に
掲
げ
る
物
品
の
輸
入
数
量
を
同
表
の
各
項
ご
と
に
合
計
し
た

入
数
量
が
当
該
年
度
の
輸
入
基
準
数
量
を
超
え
た
場
合
（
平
成
三
十
年
度
に
お

輸
入
数
量
が
当
該
年
度
の
輸
入
基
準
数
量
を
超
え
た
場
合
（
平
成
二
十
九
年
度

い
て
は
、
飼
料
用
麦
を
含
む
項
に
あ
つ
て
は
、
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る

に
お
い
て
は
、
飼
料
用
麦
を
含
む
項
に
あ
つ
て
は
、
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定

場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
当
該
輸
入
基
準
数
量
を
超
え
た
各

す
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
当
該
輸
入
基
準
数
量
を
超
え
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項
に
係
る
物
品
に
つ
い
て
の
発
動
日
を
そ
の
超
え
る
こ
と
と
な
つ
た
月
の
翌
月

た
各
項
に
係
る
物
品
に
つ
い
て
の
発
動
日
を
そ
の
超
え
る
こ
と
と
な
つ
た
月
の

末
日
ま
で
に
、
そ
れ
ぞ
れ
官
報
で
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。

翌
月
末
日
ま
で
に
、
そ
れ
ぞ
れ
官
報
で
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。

（
課
税
価
格
が
発
動
基
準
価
格
を
下
回
つ
た
場
合
の
特
別
緊
急
関
税
）

（
課
税
価
格
が
発
動
基
準
価
格
を
下
回
つ
た
場
合
の
特
別
緊
急
関
税
）

第
七
条
の
四

平
成
七
年
度
か
ら
平
成
三
十
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
、
別

第
七
条
の
四

平
成
七
年
度
か
ら
平
成
二
十
九
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
、

表
第
一
の
七
に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち
、
課
税
価
格
（
数
量
を
課
税
標
準
と
し
て

別
表
第
一
の
七
に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち
、
課
税
価
格
（
数
量
を
課
税
標
準
と
し

関
税
を
課
す
る
物
品
に
あ
つ
て
は
、
関
税
定
率
法
第
四
条
か
ら
第
四
条
の
九
ま

て
関
税
を
課
す
る
物
品
に
あ
つ
て
は
、
関
税
定
率
法
第
四
条
か
ら
第
四
条
の
九

で
の
規
定
に
準
じ
て
算
出
し
た
価
格
。
以
下
同
じ
。
）
が
発
動
基
準
価
格
（
昭

ま
で
の
規
定
に
準
じ
て
算
出
し
た
価
格
。
以
下
同
じ
。
）
が
発
動
基
準
価
格
（

和
六
十
一
年
か
ら
昭
和
六
十
三
年
に
お
け
る
当
該
物
品
の
課
税
価
格
の
加
重
平

昭
和
六
十
一
年
か
ら
昭
和
六
十
三
年
に
お
け
る
当
該
物
品
の
課
税
価
格
の
加
重

均
価
格
又
は
こ
れ
に
よ
り
難
い
場
合
に
は
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出

平
均
価
格
又
は
こ
れ
に
よ
り
難
い
場
合
に
は
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算

さ
れ
る
価
格
と
し
て
財
務
大
臣
が
告
示
す
る
価
格
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び

出
さ
れ
る
価
格
と
し
て
財
務
大
臣
が
告
示
す
る
価
格
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及

別
表
第
一
の
七
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
下
回
る
も
の
に
課
す
る
関
税
の
額
は
、

び
別
表
第
一
の
七
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
下
回
る
も
の
に
課
す
る
関
税
の
額
は

同
法
第
三
条
（
課
税
標
準
及
び
税
率
）
の
規
定
又
は
第
二
条
若
し
く
は
第
八
条

、
同
法
第
三
条
（
課
税
標
準
及
び
税
率
）
の
規
定
又
は
第
二
条
若
し
く
は
第
八

の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
通
常
の
関
税
率
に
よ

条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
通
常
の
関
税
率
に

り
算
出
し
た
関
税
の
額
に
相
当
す
る
額
に
、
次
の
各
号
の
区
分
に
応
じ
、
当
該

よ
り
算
出
し
た
関
税
の
額
に
相
当
す
る
額
に
、
次
の
各
号
の
区
分
に
応
じ
、
当

各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

一
～
四

（
省

略
）

一
～
四

同

上

２
・
３

（
省

略
）

２
・
３

同

上

（
生
鮮
等
牛
肉
及
び
冷
凍
牛
肉
に
係
る
関
税
の
緊
急
措
置
）

（
生
鮮
等
牛
肉
及
び
冷
凍
牛
肉
に
係
る
関
税
の
緊
急
措
置
）

第
七
条
の
五

平
成
七
年
度
か
ら
平
成
三
十
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
、
関

第
七
条
の
五

平
成
七
年
度
か
ら
平
成
二
十
九
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
、

税
定
率
法
別
表
第
○
二
・
○
一
項
に
掲
げ
る
牛
の
肉
（
生
鮮
の
も
の
及
び
冷
蔵

関
税
定
率
法
別
表
第
○
二
・
○
一
項
に
掲
げ
る
牛
の
肉
（
生
鮮
の
も
の
及
び
冷

し
た
も
の
に
限
る
。
）
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
生
鮮
等
牛
肉
」
と
い
う
。

蔵
し
た
も
の
に
限
る
。
）
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
生
鮮
等
牛
肉
」
と
い
う

）
又
は
同
表
第
○
二
・
○
二
項
に
掲
げ
る
牛
の
肉
（
冷
凍
し
た
も
の
に
限
る
。

。
）
又
は
同
表
第
○
二
・
○
二
項
に
掲
げ
る
牛
の
肉
（
冷
凍
し
た
も
の
に
限
る

）
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
冷
凍
牛
肉
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ

。
）
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
冷
凍
牛
肉
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
そ
れ

れ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
生
鮮
等
牛
肉
又
は
冷
凍

ぞ
れ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
生
鮮
等
牛
肉
又
は
冷

牛
肉
の
う
ち
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
内
に
輸
入
さ
れ
る
も
の
に
課
す
る
関
税

凍
牛
肉
の
う
ち
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
内
に
輸
入
さ
れ
る
も
の
に
課
す
る
関

の
率
は
、
第
二
条
又
は
第
八
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
か
か

税
の
率
は
、
第
二
条
又
は
第
八
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
か
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わ
ら
ず
、
同
表
に
定
め
る
税
率
と
す
る
。

か
わ
ら
ず
、
同
表
に
定
め
る
税
率
と
す
る
。

一

当
該
年
度
の
初
日
か
ら
当
該
年
度
の
第
一
四
半
期
、
第
二
四
半
期
及
び
第

一

当
該
年
度
の
初
日
か
ら
当
該
年
度
の
第
一
四
半
期
、
第
二
四
半
期
及
び
第

三
四
半
期
に
属
す
る
各
月
の
末
日
ま
で
の
生
鮮
等
牛
肉
又
は
冷
凍
牛
肉
の
輸

三
四
半
期
に
属
す
る
各
月
の
末
日
ま
で
の
生
鮮
等
牛
肉
又
は
冷
凍
牛
肉
の
輸

入
数
量
が
、
当
該
年
度
の
前
年
度
の
初
日
か
ら
同
年
度
の
当
該
各
月
の
属
す

入
数
量
が
、
当
該
年
度
の
前
年
度
の
初
日
か
ら
同
年
度
の
当
該
各
月
の
属
す

る
四
半
期
の
末
日
ま
で
の
生
鮮
等
牛
肉
又
は
冷
凍
牛
肉
の
輸
入
数
量
（
平
成

る
四
半
期
の
末
日
ま
で
の
生
鮮
等
牛
肉
又
は
冷
凍
牛
肉
の
輸
入
数
量
（
平
成

三
十
年
度
に
お
い
て
は
、
当
該
数
量
が
平
成
十
四
年
度
及
び
平
成
十
五
年
度

二
十
九
年
度
に
お
い
て
は
、
当
該
数
量
が
平
成
十
四
年
度
及
び
平
成
十
五
年

に
お
け
る
各
年
度
の
初
日
か
ら
同
年
度
の
当
該
各
月
の
属
す
る
四
半
期
の
末

度
に
お
け
る
各
年
度
の
初
日
か
ら
同
年
度
の
当
該
各
月
の
属
す
る
四
半
期
の

日
ま
で
の
生
鮮
等
牛
肉
又
は
冷
凍
牛
肉
の
輸
入
数
量
を
合
計
し
た
も
の
の
二

末
日
ま
で
の
生
鮮
等
牛
肉
又
は
冷
凍
牛
肉
の
輸
入
数
量
を
合
計
し
た
も
の
の

分
の
一
に
相
当
す
る
数
量
を
下
回
る
場
合
に
は
、
当
該
二
分
の
一
に
相
当
す

二
分
の
一
に
相
当
す
る
数
量
を
下
回
る
場
合
に
は
、
当
該
二
分
の
一
に
相
当

る
数
量
と
す
る
。
）
に
百
分
の
百
十
七
を
乗
じ
て
得
た
数
量
と
し
て
あ
ら
か

す
る
数
量
と
す
る
。
）
に
百
分
の
百
十
七
を
乗
じ
て
得
た
数
量
と
し
て
あ
ら

じ
め
財
務
大
臣
が
告
示
す
る
数
量
（
第
三
項
に
お
い
て
「
第
一
号
に
係
る
輸

か
じ
め
財
務
大
臣
が
告
示
す
る
数
量
（
第
三
項
に
お
い
て
「
第
一
号
に
係
る

入
基
準
数
量
」
と
い
う
。
）
を
超
え
た
場
合
（
平
成
三
十
年
度
に
お
い
て
は

輸
入
基
準
数
量
」
と
い
う
。
）
を
超
え
た
場
合
（
平
成
二
十
九
年
度
に
お
い

、
当
該
年
度
の
初
日
か
ら
当
該
年
度
の
第
一
四
半
期
、
第
二
四
半
期
及
び
第

て
は
、
当
該
年
度
の
初
日
か
ら
当
該
年
度
の
第
一
四
半
期
、
第
二
四
半
期
及

三
四
半
期
に
属
す
る
各
月
の
末
日
ま
で
の
生
鮮
等
牛
肉
又
は
冷
凍
牛
肉
の
輸

び
第
三
四
半
期
に
属
す
る
各
月
の
末
日
ま
で
の
生
鮮
等
牛
肉
又
は
冷
凍
牛
肉

入
数
量
（
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
の
間
の

の
輸
入
数
量
（
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
の

協
定
（
第
七
条
の
八
及
び
第
九
条
の
二
に
お
い
て
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
協
定

間
の
協
定
（
第
七
条
の
八
及
び
第
九
条
の
二
に
お
い
て
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
原
産
品
と
さ
れ
る
も

協
定
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
原
産
品
と
さ
れ

の
で
あ
る
こ
と
を
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
税
関
長
が
認
め
た
も
の
（

る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
税
関
長
が
認
め
た
も

第
七
条
の
八
第
一
項
に
お
い
て
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
原
産
品
」
と
い
う
。
）

の
（
第
七
条
の
八
第
一
項
に
お
い
て
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
原
産
品
」
と
い
う

に
係
る
輸
入
数
量
及
び
第
八
条
の
六
第
二
項
の
譲
許
の
便
益
の
適
用
を
受
け

。
）
に
係
る
輸
入
数
量
及
び
第
八
条
の
六
第
二
項
の
譲
許
の
便
益
の
適
用
を

る
も
の
に
係
る
輸
入
数
量
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「

受
け
る
も
の
に
係
る
輸
入
数
量
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
項
に
お
い

協
定
対
象
外
輸
入
数
量
」
と
い
う
。
）
が
、
当
該
年
度
の
前
年
度
の
初
日
か

て
「
協
定
対
象
外
輸
入
数
量
」
と
い
う
。
）
が
、
当
該
年
度
の
前
年
度
の
初

ら
同
年
度
の
当
該
各
月
の
属
す
る
四
半
期
の
末
日
ま
で
の
協
定
対
象
外
輸
入

日
か
ら
同
年
度
の
当
該
各
月
の
属
す
る
四
半
期
の
末
日
ま
で
の
協
定
対
象
外

数
量
に
百
分
の
百
十
七
を
乗
じ
て
得
た
数
量
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
財
務
大
臣

輸
入
数
量
に
百
分
の
百
十
七
を
乗
じ
て
得
た
数
量
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
財
務

が
告
示
す
る
数
量
（
第
三
項
に
お
い
て
「
第
一
号
に
係
る
協
定
対
象
外
輸
入

大
臣
が
告
示
す
る
数
量
（
第
三
項
に
お
い
て
「
第
一
号
に
係
る
協
定
対
象
外

基
準
数
量
」
と
い
う
。
）
を
超
え
た
場
合
に
限
る
。
）

そ
の
超
え
る
こ
と

輸
入
基
準
数
量
」
と
い
う
。
）
を
超
え
た
場
合
に
限
る
。
）

そ
の
超
え
る

と
な
つ
た
月
の
属
す
る
四
半
期
の
翌
四
半
期
の
初
日
（
そ
の
超
え
る
こ
と
と

こ
と
と
な
つ
た
月
の
属
す
る
四
半
期
の
翌
四
半
期
の
初
日
（
そ
の
超
え
る
こ

な
つ
た
月
が
六
月
、
九
月
又
は
十
二
月
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
超
え
る
こ
と

と
と
な
つ
た
月
が
六
月
、
九
月
又
は
十
二
月
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
超
え
る
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と
な
つ
た
月
の
翌
々
月
の
初
日
。
同
項
に
お
い
て
「
第
一
号
に
係
る
発
動
日

こ
と
と
な
つ
た
月
の
翌
々
月
の
初
日
。
同
項
に
お
い
て
「
第
一
号
に
係
る
発

」
と
い
う
。
）
か
ら
当
該
年
度
の
末
日
ま
で

動
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
当
該
年
度
の
末
日
ま
で

二

当
該
年
度
中
の
生
鮮
等
牛
肉
又
は
冷
凍
牛
肉
の
輸
入
数
量
が
、
当
該
年
度

二

当
該
年
度
中
の
生
鮮
等
牛
肉
又
は
冷
凍
牛
肉
の
輸
入
数
量
が
、
当
該
年
度

の
前
年
度
に
お
け
る
生
鮮
等
牛
肉
又
は
冷
凍
牛
肉
の
輸
入
数
量
（
平
成
三
十

の
前
年
度
に
お
け
る
生
鮮
等
牛
肉
又
は
冷
凍
牛
肉
の
輸
入
数
量
（
平
成
二
十

年
度
に
お
い
て
は
、
当
該
数
量
が
平
成
十
四
年
度
及
び
平
成
十
五
年
度
に
お

九
年
度
に
お
い
て
は
、
当
該
数
量
が
平
成
十
四
年
度
及
び
平
成
十
五
年
度
に

け
る
各
年
度
の
生
鮮
等
牛
肉
又
は
冷
凍
牛
肉
の
輸
入
数
量
を
合
計
し
た
も
の

お
け
る
各
年
度
の
生
鮮
等
牛
肉
又
は
冷
凍
牛
肉
の
輸
入
数
量
を
合
計
し
た
も

の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
数
量
を
下
回
る
場
合
に
は
、
当
該
二
分
の
一
に
相

の
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
数
量
を
下
回
る
場
合
に
は
、
当
該
二
分
の
一
に

当
す
る
数
量
と
す
る
。
）
に
百
分
の
百
十
七
を
乗
じ
て
得
た
数
量
と
し
て
あ

相
当
す
る
数
量
と
す
る
。
）
に
百
分
の
百
十
七
を
乗
じ
て
得
た
数
量
と
し
て

ら
か
じ
め
財
務
大
臣
が
告
示
す
る
数
量
（
第
三
項
に
お
い
て
「
第
二
号
に
係

あ
ら
か
じ
め
財
務
大
臣
が
告
示
す
る
数
量
（
第
三
項
に
お
い
て
「
第
二
号
に

る
輸
入
基
準
数
量
」
と
い
う
。
）
を
超
え
た
場
合
（
平
成
三
十
年
度
に
お
い

係
る
輸
入
基
準
数
量
」
と
い
う
。
）
を
超
え
た
場
合
（
平
成
二
十
九
年
度
に

て
は
、
当
該
年
度
中
の
協
定
対
象
外
輸
入
数
量
が
、
当
該
年
度
の
前
年
度
に

お
い
て
は
、
当
該
年
度
中
の
協
定
対
象
外
輸
入
数
量
が
、
当
該
年
度
の
前
年

お
け
る
協
定
対
象
外
輸
入
数
量
に
百
分
の
百
十
七
を
乗
じ
て
得
た
数
量
と
し

度
に
お
け
る
協
定
対
象
外
輸
入
数
量
に
百
分
の
百
十
七
を
乗
じ
て
得
た
数
量

て
あ
ら
か
じ
め
財
務
大
臣
が
告
示
す
る
数
量
（
同
項
に
お
い
て
「
第
二
号
に

と
し
て
あ
ら
か
じ
め
財
務
大
臣
が
告
示
す
る
数
量
（
同
項
に
お
い
て
「
第
二

係
る
協
定
対
象
外
輸
入
基
準
数
量
」
と
い
う
。
）
を
超
え
た
場
合
に
限
る
。

号
に
係
る
協
定
対
象
外
輸
入
基
準
数
量
」
と
い
う
。
）
を
超
え
た
場
合
に
限

）

当
該
年
度
の
翌
年
度
の
初
日
（
そ
の
超
え
る
こ
と
と
な
つ
た
月
が
三
月

る
。
）

当
該
年
度
の
翌
年
度
の
初
日
（
そ
の
超
え
る
こ
と
と
な
つ
た
月
が

で
あ
る
と
き
は
、
同
年
度
の
五
月
一
日
。
同
項
に
お
い
て
「
第
二
号
に
係
る

三
月
で
あ
る
と
き
は
、
同
年
度
の
五
月
一
日
。
同
項
に
お
い
て
「
第
二
号
に

発
動
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
同
年
度
の
第
一
四
半
期
の
末
日
ま
で

係
る
発
動
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
同
年
度
の
第
一
四
半
期
の
末
日
ま
で

２

（
省

略
）

２

同

上

３

財
務
大
臣
は
、
当
該
年
度
の
初
日
か
ら
毎
月
末
ま
で
の
生
鮮
等
牛
肉
及
び
冷

３

財
務
大
臣
は
、
当
該
年
度
の
初
日
か
ら
毎
月
末
ま
で
の
生
鮮
等
牛
肉
及
び
冷

凍
牛
肉
の
各
輸
入
数
量
（
平
成
三
十
年
度
に
お
い
て
は
、
各
輸
入
数
量
及
び
各

凍
牛
肉
の
各
輸
入
数
量
（
平
成
二
十
九
年
度
に
お
い
て
は
、
各
輸
入
数
量
及
び

協
定
対
象
外
輸
入
数
量
）
を
翌
月
末
日
ま
で
に
、
当
該
年
度
中
の
生
鮮
等
牛
肉

各
協
定
対
象
外
輸
入
数
量
）
を
翌
月
末
日
ま
で
に
、
当
該
年
度
中
の
生
鮮
等
牛

又
は
冷
凍
牛
肉
の
輸
入
数
量
が
第
一
号
に
係
る
輸
入
基
準
数
量
を
超
え
た
場
合

肉
又
は
冷
凍
牛
肉
の
輸
入
数
量
が
第
一
号
に
係
る
輸
入
基
準
数
量
を
超
え
た
場

（
平
成
三
十
年
度
に
お
い
て
は
、
当
該
年
度
中
の
協
定
対
象
外
輸
入
数
量
が
第

合
（
平
成
二
十
九
年
度
に
お
い
て
は
、
当
該
年
度
中
の
協
定
対
象
外
輸
入
数
量

一
号
に
係
る
協
定
対
象
外
輸
入
基
準
数
量
を
超
え
た
場
合
に
限
る
。
）
又
は
第

が
第
一
号
に
係
る
協
定
対
象
外
輸
入
基
準
数
量
を
超
え
た
場
合
に
限
る
。
）
又

二
号
に
係
る
輸
入
基
準
数
量
を
超
え
た
場
合
（
平
成
三
十
年
度
に
お
い
て
は
、

は
第
二
号
に
係
る
輸
入
基
準
数
量
を
超
え
た
場
合
（
平
成
二
十
九
年
度
に
お
い

当
該
協
定
対
象
外
輸
入
数
量
が
第
二
号
に
係
る
協
定
対
象
外
輸
入
基
準
数
量
を

て
は
、
当
該
協
定
対
象
外
輸
入
数
量
が
第
二
号
に
係
る
協
定
対
象
外
輸
入
基
準

超
え
た
場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
そ
の
旨
及
び
第
一
号
に
係
る
発
動
日
又
は
第

数
量
を
超
え
た
場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
そ
の
旨
及
び
第
一
号
に
係
る
発
動
日

二
号
に
係
る
発
動
日
を
そ
の
超
え
る
こ
と
と
な
つ
た
月
の
翌
月
末
日
ま
で
に
、

又
は
第
二
号
に
係
る
発
動
日
を
そ
の
超
え
る
こ
と
と
な
つ
た
月
の
翌
月
末
日
ま
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そ
れ
ぞ
れ
官
報
で
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。

で
に
、
そ
れ
ぞ
れ
官
報
で
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。

（
生
き
て
い
る
豚
及
び
豚
肉
等
に
係
る
関
税
の
緊
急
措
置
）

（
生
き
て
い
る
豚
及
び
豚
肉
等
に
係
る
関
税
の
緊
急
措
置
）

第
七
条
の
六

平
成
七
年
度
か
ら
平
成
三
十
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
、
関

第
七
条
の
六

平
成
七
年
度
か
ら
平
成
二
十
九
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
、

税
定
率
法
別
表
第
○
一
○
三
・
九
二
号
に
掲
げ
る
豚
（
生
き
て
い
る
も
の
に
限

関
税
定
率
法
別
表
第
○
一
○
三
・
九
二
号
に
掲
げ
る
豚
（
生
き
て
い
る
も
の
に

る
。
）
（
以
下
こ
の
条
並
び
に
別
表
第
一
の
三
の
二
及
び
第
一
の
八
に
お
い
て

限
る
。
）
（
以
下
こ
の
条
並
び
に
別
表
第
一
の
三
の
二
及
び
第
一
の
八
に
お
い

「
生
き
て
い
る
豚
」
と
い
う
。
）
並
び
に
同
法
別
表
第
○
二
○
三
・
一
一
号
の

て
「
生
き
て
い
る
豚
」
と
い
う
。
）
並
び
に
同
法
別
表
第
○
二
○
三
・
一
一
号

二
、
第
○
二
○
三
・
一
二
号
の
二
、
第
○
二
○
三
・
一
九
号
の
二
、
第
○
二
○

の
二
、
第
○
二
○
三
・
一
二
号
の
二
、
第
○
二
○
三
・
一
九
号
の
二
、
第
○
二

三
・
二
一
号
の
二
、
第
○
二
○
三
・
二
二
号
の
二
及
び
第
○
二
○
三
・
二
九
号

○
三
・
二
一
号
の
二
、
第
○
二
○
三
・
二
二
号
の
二
及
び
第
○
二
○
三
・
二
九

の
二
に
掲
げ
る
豚
の
肉
、
同
表
第
○
二
○
六
・
三
○
号
の
二
の
㈡
及
び
第
○
二

号
の
二
に
掲
げ
る
豚
の
肉
、
同
表
第
○
二
○
六
・
三
○
号
の
二
の
㈡
及
び
第
○

○
六
・
四
九
号
の
二
の
㈡
に
掲
げ
る
豚
の
く
ず
肉
、
同
表
第
○
二
一
○
・
一
一

二
○
六
・
四
九
号
の
二
の
㈡
に
掲
げ
る
豚
の
く
ず
肉
、
同
表
第
○
二
一
○
・
一

号
、
第
○
二
一
○
・
一
二
号
、
第
○
二
一
○
・
一
九
号
及
び
第
○
二
一
○
・
九

一
号
、
第
○
二
一
○
・
一
二
号
、
第
○
二
一
○
・
一
九
号
及
び
第
○
二
一
○
・

九
号
の
一
に
掲
げ
る
豚
の
く
ず
肉
等
並
び
に
同
表
第
一
六
○
二
・
四
一
号
の
一

九
九
号
の
一
に
掲
げ
る
豚
の
く
ず
肉
等
並
び
に
同
表
第
一
六
○
二
・
四
一
号
の

、
第
一
六
○
二
・
四
二
号
の
一
及
び
第
一
六
○
二
・
四
九
号
の
二
の
㈠
に
掲
げ

一
、
第
一
六
○
二
・
四
二
号
の
一
及
び
第
一
六
○
二
・
四
九
号
の
二
の
㈠
に
掲

る
ハ
ム
及
び
ベ
ー
コ
ン
等
（
以
下
こ
の
条
並
び
に
別
表
第
一
の
三
の
二
及
び
第

げ
る
ハ
ム
及
び
ベ
ー
コ
ン
等
（
以
下
こ
の
条
並
び
に
別
表
第
一
の
三
の
二
及
び

一
の
八
に
お
い
て
「
豚
肉
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

第
一
の
八
に
お
い
て
「
豚
肉
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ

場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
生
き
て
い
る
豚
及
び
豚
肉
等
の
う
ち
当
該
各
号

る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
生
き
て
い
る
豚
及
び
豚
肉
等
の
う
ち
当
該
各

に
定
め
る
期
間
内
に
輸
入
さ
れ
る
も
の
に
課
す
る
関
税
の
率
は
、
第
八
条
の
二

号
に
定
め
る
期
間
内
に
輸
入
さ
れ
る
も
の
に
課
す
る
関
税
の
率
は
、
第
八
条
の

第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
表
第
一
の
三
第
○
一
○
三
・

二
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
表
第
一
の
三
第
○
一
○
三

九
二
号
の
⑴
中
「
同
表
第
一
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
同
表
第
一
項
第
二
号

・
九
二
号
の
⑴
中
「
同
表
第
一
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
同
表
第
一
項
第
二

」
と
、
同
表
第
○
二
○
三
・
一
一
号
の
二
の
⑴
中
「
同
表
第
二
項
第
一
号
」
と

号
」
と
、
同
表
第
○
二
○
三
・
一
一
号
の
二
の
⑴
中
「
同
表
第
二
項
第
一
号
」

あ
る
の
は
「
同
表
第
二
項
第
二
号
」
と
、
同
表
第
○
二
○
三
・
一
二
号
の
二
の

と
あ
る
の
は
「
同
表
第
二
項
第
二
号
」
と
、
同
表
第
○
二
○
三
・
一
二
号
の
二

⑴
中
「
同
表
第
三
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
同
表
第
三
項
第
二
号
」
と
、
同

の
⑴
中
「
同
表
第
三
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
同
表
第
三
項
第
二
号
」
と
、

表
第
○
二
一
○
・
一
一
号
の
⑴
中
「
同
表
第
四
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
同

同
表
第
○
二
一
○
・
一
一
号
の
⑴
中
「
同
表
第
四
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「

表
第
四
項
第
二
号
」
と
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
表
に
定
め
る
税
率
と
す
る
。

同
表
第
四
項
第
二
号
」
と
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
表
に
定
め
る
税
率
と
す
る

。

一
・
二

（
省

略
）

一
・
二

同

上

２

平
成
七
年
度
か
ら
平
成
三
十
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
、
当
該
年
度
中

２

平
成
七
年
度
か
ら
平
成
二
十
九
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
、
当
該
年
度
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の
生
き
て
い
る
豚
及
び
豚
肉
等
の
輸
入
数
量
が
あ
ら
か
じ
め
財
務
大
臣
が
告
示

中
の
生
き
て
い
る
豚
及
び
豚
肉
等
の
輸
入
数
量
が
あ
ら
か
じ
め
財
務
大
臣
が
告

す
る
数
量
（
第
五
項
及
び
第
七
項
に
お
い
て
「
輸
入
基
準
数
量
」
と
い
う
。
）

示
す
る
数
量
（
第
五
項
及
び
第
七
項
に
お
い
て
「
輸
入
基
準
数
量
」
と
い
う
。

を
超
え
た
場
合
に
は
、
生
き
て
い
る
豚
及
び
豚
肉
等
の
う
ち
そ
の
超
え
る
こ
と

）
を
超
え
た
場
合
に
は
、
生
き
て
い
る
豚
及
び
豚
肉
等
の
う
ち
そ
の
超
え
る
こ

と
な
つ
た
月
の
翌
々
月
の
初
日
（
第
四
項
第
一
号
及
び
第
七
項
に
お
い
て
「
第

と
と
な
つ
た
月
の
翌
々
月
の
初
日
（
第
四
項
第
一
号
及
び
第
七
項
に
お
い
て
「

二
項
に
係
る
発
動
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
当
該
年
度
の
末
日
ま
で
の
期
間
内
に

第
二
項
に
係
る
発
動
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
当
該
年
度
の
末
日
ま
で
の
期
間
内

輸
入
さ
れ
る
も
の
に
課
す
る
関
税
の
率
は
、
第
二
条
又
は
第
八
条
の
二
第
一
項

に
輸
入
さ
れ
る
も
の
に
課
す
る
関
税
の
率
は
、
第
二
条
又
は
第
八
条
の
二
第
一

若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
表
第
一
の
八
に
定
め
る
税
率
と

項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
表
第
一
の
八
に
定
め
る
税
率

す
る
。

と
す
る
。

３
～
６

（
省

略
）

３
～
６

同

上

７

財
務
大
臣
は
、
平
成
七
年
度
か
ら
平
成
三
十
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て

７

財
務
大
臣
は
、
平
成
七
年
度
か
ら
平
成
二
十
九
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い

、
当
該
年
度
の
初
日
か
ら
毎
月
末
ま
で
の
豚
肉
等
の
輸
入
数
量
並
び
に
生
き
て

て
、
当
該
年
度
の
初
日
か
ら
毎
月
末
ま
で
の
豚
肉
等
の
輸
入
数
量
並
び
に
生
き

い
る
豚
及
び
豚
肉
等
の
輸
入
数
量
を
翌
月
末
日
ま
で
に
、
当
該
年
度
中
の
豚
肉

て
い
る
豚
及
び
豚
肉
等
の
輸
入
数
量
を
翌
月
末
日
ま
で
に
、
当
該
年
度
中
の
豚

等
の
輸
入
数
量
が
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
規
定
す
る
あ
ら
か
じ
め
財
務

肉
等
の
輸
入
数
量
が
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
規
定
す
る
あ
ら
か
じ
め
財

大
臣
が
告
示
す
る
数
量
を
超
え
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
第
一
号
に
係
る
発

務
大
臣
が
告
示
す
る
数
量
を
超
え
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
第
一
号
に
係
る

動
日
又
は
第
二
号
に
係
る
発
動
日
（
第
三
項
に
規
定
す
る
重
複
期
間
が
あ
る
場

発
動
日
又
は
第
二
号
に
係
る
発
動
日
（
第
三
項
に
規
定
す
る
重
複
期
間
が
あ
る

合
に
は
、
当
該
重
複
期
間
の
開
始
の
日
）
を
そ
の
超
え
る
こ
と
と
な
つ
た
月
の

場
合
に
は
、
当
該
重
複
期
間
の
開
始
の
日
）
を
そ
の
超
え
る
こ
と
と
な
つ
た
月

翌
月
末
日
ま
で
に
、
当
該
年
度
中
の
生
き
て
い
る
豚
及
び
豚
肉
等
の
輸
入
数
量

の
翌
月
末
日
ま
で
に
、
当
該
年
度
中
の
生
き
て
い
る
豚
及
び
豚
肉
等
の
輸
入
数

が
当
該
年
度
の
輸
入
基
準
数
量
を
超
え
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
第
二
項
に

量
が
当
該
年
度
の
輸
入
基
準
数
量
を
超
え
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
第
二
項

係
る
発
動
日
（
第
三
項
に
規
定
す
る
重
複
期
間
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
重
複

に
係
る
発
動
日
（
第
三
項
に
規
定
す
る
重
複
期
間
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
重

期
間
の
開
始
の
日
）
を
そ
の
超
え
る
こ
と
と
な
つ
た
月
の
翌
月
末
日
ま
で
に
、

複
期
間
の
開
始
の
日
）
を
そ
の
超
え
る
こ
と
と
な
つ
た
月
の
翌
月
末
日
ま
で
に

そ
れ
ぞ
れ
官
報
で
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。

、
そ
れ
ぞ
れ
官
報
で
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。

（
特
恵
受
益
国
等
原
産
品
で
あ
る
こ
と
の
確
認
）

第
八
条
の
四

税
関
長
は
、
輸
入
申
告
が
さ
れ
た
貨
物
に
つ
い
て
、
第
八
条
の
二

第
八
条
の
四

削
除

第
一
項
又
は
第
三
項
（
特
恵
関
税
等
）
の
規
定
に
よ
る
関
税
に
つ
い
て
の
便
益

を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
貨
物
が
特
恵
受
益
国
等
を
原
産
地
と
す
る

物
品
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
恵
受
益
国
等
原
産
品
」
と
い
う
。
）
で
あ

る
か
ど
う
か
の
確
認
を
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
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に
よ
り
そ
の
確
認
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

当
該
貨
物
を
輸
入
す
る
者
に
対
し
、
当
該
貨
物
が
特
恵
受
益
国
等
原
産
品

で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
資
料
の
提
供
を
求
め
る
方
法

二

特
恵
受
益
国
等
の
権
限
あ
る
当
局
（
特
恵
受
益
国
等
か
ら
輸
出
さ
れ
る
貨

物
が
特
恵
受
益
国
等
原
産
品
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
の
発
給
に
関
し

て
権
限
を
有
す
る
機
関
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
当

該
貨
物
の
輸
出
者
若
し
く
は
生
産
者
に
対
し
、
当
該
貨
物
に
つ
い
て
質
問
し

、
又
は
当
該
貨
物
が
特
恵
受
益
国
等
原
産
品
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る

資
料
の
提
供
を
求
め
る
方
法

三

そ
の
職
員
に
、
当
該
貨
物
の
輸
出
者
又
は
生
産
者
の
事
務
所
そ
の
他
の
必

要
な
場
所
に
お
い
て
、
そ
の
者
の
同
意
を
得
て
、
実
地
に
書
類
そ
の
他
の
物

件
を
調
査
さ
せ
る
方
法

四

特
恵
受
益
国
等
の
権
限
あ
る
当
局
に
対
し
、
当
該
特
恵
受
益
国
等
の
権
限

あ
る
当
局
が
当
該
貨
物
の
輸
出
者
又
は
生
産
者
の
事
務
所
そ
の
他
の
必
要
な

場
所
に
お
い
て
行
う
検
査
に
、
そ
の
者
の
同
意
を
得
て
、
我
が
国
の
税
関
職

員
を
立
ち
会
わ
せ
、
及
び
当
該
検
査
に
お
い
て
収
集
し
た
資
料
を
提
供
す
る

こ
と
を
求
め
る
方
法

２

前
項
第
二
号
の
質
問
又
は
求
め
は
、
当
該
質
問
又
は
求
め
を
受
け
た
者
が
当

該
質
問
に
対
す
る
回
答
又
は
当
該
求
め
に
係
る
資
料
の
提
供
を
す
べ
き
相
当
の

期
間
を
定
め
て
、
書
面
を
も
つ
て
す
る
も
の
と
す
る
。

３

税
関
長
は
、
そ
の
職
員
に
第
一
項
第
三
号
の
調
査
を
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
特
恵
受
益
国
等
が
当
該
調
査
に
同
意
す
る
か
ど
う
か
を
回
答
す
べ
き
相
当

の
期
間
を
定
め
て
、
書
面
に
よ
り
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

４

第
一
項
第
四
号
の
求
め
は
、
特
恵
受
益
国
等
の
権
限
あ
る
当
局
が
当
該
求
め

に
応
ず
る
か
ど
う
か
を
回
答
す
べ
き
相
当
の
期
間
を
定
め
て
、
書
面
を
も
つ
て

す
る
も
の
と
す
る
。

５

税
関
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
八

条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
関
税
に
つ
い
て
の
便
益
の
適
用
を
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受
け
よ
う
と
す
る
貨
物
に
つ
い
て
、
当
該
便
益
を
与
え
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

一

当
該
貨
物
が
当
該
便
益
の
適
用
を
受
け
る
た
め
の
要
件
を
満
た
し
て
い
な

い
と
き
。

二

当
該
貨
物
を
輸
入
す
る
者
が
当
該
便
益
の
適
用
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な

手
続
を
と
ら
な
い
と
き
。

三

第
一
項
第
二
号
の
質
問
又
は
求
め
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
質
問

又
は
求
め
を
受
け
た
者
が
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
期
間
内
に
、
当

該
質
問
に
対
す
る
回
答
若
し
く
は
当
該
求
め
に
係
る
資
料
の
提
供
を
し
な
い

と
き
、
又
は
当
該
質
問
に
対
す
る
回
答
若
し
く
は
当
該
求
め
に
対
し
提
供
し

た
資
料
が
十
分
で
な
い
と
き
。

四

第
三
項
の
通
知
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
特
恵
受
益
国
等
又
は
当
該
通
知

に
係
る
貨
物
の
輸
出
者
若
し
く
は
生
産
者
が
第
一
項
第
三
号
の
調
査
を
拒
ん

だ
と
き
、
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
期
間
内
に
当
該
通
知
に
対
す

る
回
答
を
し
な
い
と
き
。

五

第
一
項
第
四
号
の
求
め
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
特
恵
受
益
国
等
の
権

限
あ
る
当
局
が
、
当
該
求
め
を
拒
ん
だ
と
き
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
た

期
間
内
に
当
該
求
め
に
対
す
る
回
答
を
し
な
い
と
き
、
当
該
求
め
に
係
る
資

料
の
提
供
を
し
な
い
と
き
、
又
は
当
該
求
め
に
対
し
提
供
し
た
資
料
が
十
分

で
な
い
と
き
。

６

税
関
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
結
果
の
内

容
（
そ
の
理
由
を
含
む
。
）
を
当
該
確
認
に
係
る
貨
物
を
輸
入
す
る
者
に
通
知

す
る
も
の
と
す
る
。

別
表
第
一

暫
定
関
税
率
表
（
第
二
条
、
第
七
条
の
三
、
第
七
条
の
四
、
第
八
条

別
表
第
一

暫
定
関
税
率
表
（
第
二
条
、
第
七
条
の
三
、
第
七
条
の
四
、
第
八
条

の
二
、
第
八
条
の
三
、
第
八
条
の
五
、
第
九
条
関
係
）

の
二
、
第
八
条
の
三
、
第
八
条
の
五
、
第
九
条
関
係
）

関

税

定

率

法

関

税

定

率

法

品

名

税

率

品

名

税

率

別

表

の

番

号

別

表

の

番

号

（
省

略
）

（
省

略
）

（
省

略
）

同

上

同

上

同

上
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（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

七
四
・
〇
二

七
四
〇
二
・
〇
〇

粗
銅
及
び
電
解
精
製
用
陽
極
銅
の
う

ち
課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ

き
四
七
五
円
を
超
え
四
九
〇
円
以

下
の
も
の

一
キ
ロ
グ
ラ

ム
に
つ
き
、

課
税
価
格
と

四
九
〇
円
と

の
差
額

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ

き
四
九
〇
円
を
超
え
る
も
の

無
税

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

七
四
・
〇
三

精
製
銅
又
は
銅
合
金
の
塊

精
製
銅

七
四
〇
三
・
一
一

陰
極
銅
及
び
そ
の
切
断
片
の
う

ち
課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム

に
つ
き
四
八
五
円
を
超
え
五

〇
〇
円
以
下
の
も
の

一
キ
ロ
グ
ラ

ム
に
つ
き
、

課
税
価
格
と

五
〇
〇
円
と

の
差
額

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム

に
つ
き
五
〇
〇
円
を
超
え
る

も
の

無
税

七
四
〇
三
・
一
二

ワ
イ
ヤ
バ
ー
の
う
ち
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課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム

に
つ
き
四
八
五
円
を
超
え
五

〇
〇
円
以
下
の
も
の

一
キ
ロ
グ
ラ

ム
に
つ
き
、

課
税
価
格
と

五
〇
〇
円
と

の
差
額

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム

に
つ
き
五
〇
〇
円
を
超
え
る

も
の

無
税

七
四
〇
三
・
一
三

ビ
レ
ッ
ト
の
う
ち

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム

に
つ
き
四
八
五
円
を
超
え
五

〇
〇
円
以
下
の
も
の

一
キ
ロ
グ
ラ

ム
に
つ
き
、

課
税
価
格
と

五
〇
〇
円
と

の
差
額

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム

に
つ
き
五
〇
〇
円
を
超
え
る

も
の

無
税

七
四
〇
三
・
一
九

そ
の
他
の
も
の
の
う
ち

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム

に
つ
き
四
八
五
円
を
超
え
五

〇
〇
円
以
下
の
も
の

一
キ
ロ
グ
ラ

ム
に
つ
き
、

課
税
価
格
と

五
〇
〇
円
と
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の
差
額

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム

に
つ
き
五
〇
〇
円
を
超
え
る

も
の

無
税

銅
合
金

七
四
〇
三
・
二
二

銅
・
す
ず
合
金
（
青
銅
）
の
う

ち
課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム

に
つ
き
四
八
五
円
を
超
え
五

〇
〇
円
以
下
の
も
の

一
キ
ロ
グ
ラ

ム
に
つ
き
、

課
税
価
格
と

五
〇
〇
円
と

の
差
額

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム

に
つ
き
五
〇
〇
円
を
超
え
る

も
の

無
税

七
四
〇
三
・
二
九

そ
の
他
の
銅
合
金
（
第
七
四
・

〇
五
項
の
マ
ス
タ
ー
ア
ロ
イ
を

除
く
。
）
の
う
ち

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム

に
つ
き
四
八
五
円
を
超
え
五

〇
〇
円
以
下
の
も
の

一
キ
ロ
グ
ラ

ム
に
つ
き
、

課
税
価
格
と

五
〇
〇
円
と

の
差
額

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
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に
つ
き
五
〇
〇
円
を
超
え
る

も
の

無
税

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

七
八
・
〇
一

鉛
の
塊

七
八
〇
一
・
一
〇

精
製
鉛
の
う
ち

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に

つ
き
一
七
二
円
を
超
え
一
八
〇

円
以
下
の
も
の

一
キ
ロ
グ
ラ

ム
に
つ
き
、

課
税
価
格
と

一
八
〇
円
と

の
差
額

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に

つ
き
一
八
〇
円
を
超
え
る
も
の

無
税

そ
の
他
の
も
の

七
八
〇
一
・
九
一

含
有
す
る
鉛
以
外
の
元
素
の
う

ち
重
量
に
お
い
て
ア
ン
チ
モ
ン

が
主
な
も
の

一

電
解
精
製
用
の
も
の
（

鉛
の
含
有
量
が
全
重
量

の
九
五
％
を
超
え
る
も

の
に
限
る
。
）
の
う
ち

課
税
価
格
が
一
キ
ロ

グ
ラ
ム
に
つ
き
一
六

五
円
三
七
銭
を
超
え

一
七
〇
円
以
下
の
も

の

一
キ
ロ
グ
ラ

ム
に
つ
き
、

課
税
価
格
と
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一
七
〇
円
と

の
差
額

課
税
価
格
が
一
キ
ロ

グ
ラ
ム
に
つ
き
一
七

〇
円
を
超
え
る
も
の

無
税

七
八
〇
一
・
九
九

そ
の
他
の
も
の

二

そ
の
他
の
も
の

㈠

電
解
精
製
用
の
も
の

（
鉛
の
含
有
量
が
全

重
量
の
九
五
％
を
超

え
る
も
の
に
限
る
。

）
の
う
ち

課
税
価
格
が
一
キ

ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き

一
六
五
円
三
七
銭

を
超
え
一
七
〇
円

以
下
の
も
の

一
キ
ロ
グ
ラ

ム
に
つ
き
、

課
税
価
格
と

一
七
〇
円
と

の
差
額

課
税
価
格
が
一
キ

ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き

一
七
〇
円
を
超
え

る
も
の

無
税

㈡

そ
の
他
の
も
の
の
う

ち
課
税
価
格
が
一
キ
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ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き

一
七
二
円
を
超
え

一
八
〇
円
以
下
の

も
の

一
キ
ロ
グ
ラ

ム
に
つ
き
、

課
税
価
格
と

一
八
〇
円
と

の
差
額

課
税
価
格
が
一
キ

ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き

一
八
〇
円
を
超
え

る
も
の

無
税

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

七
九
・
〇
一

亜
鉛
の
塊

亜
鉛
（
合
金
を
除
く
。
）

七
九
〇
一
・
一
一

亜
鉛
の
含
有
量
が
全
重
量
の
九

九
・
九
九
％
以
上
の
も
の
の
う

ち
課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム

に
つ
き
二
四
二
円
を
超
え
二

五
〇
円
以
下
の
も
の

一
キ
ロ
グ
ラ

ム
に
つ
き
、

課
税
価
格
と

二
五
〇
円
と

の
差
額

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム

に
つ
き
二
五
〇
円
を
超
え
る

も
の

無
税

七
九
〇
一
・
一
二

亜
鉛
の
含
有
量
が
全
重
量
の
九
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九
・
九
九
％
未
満
の
も
の
の
う

ち
課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム

に
つ
き
二
四
二
円
を
超
え
二

五
〇
円
以
下
の
も
の

一
キ
ロ
グ
ラ

ム
に
つ
き
、

課
税
価
格
と

二
五
〇
円
と

の
差
額

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム

に
つ
き
二
五
〇
円
を
超
え
る

も
の

無
税
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別
表
第
一
の
三

段
階
的
に
暫
定
税
率
の
引
下
げ
を
行
う
農
産
物
等
に
係
る
暫
定
関
税
率
表
（
第
二
条
、
第
七
条
の
三
、
第
七
条
の
六
関
係
）

別
表
第
一
の
三

段
階
的
に
暫
定
税
率
の
引
下
げ
を
行
う
農
産
物
等
に
係
る
暫
定
関
税
率
表
（
第
二
条
、
第
七
条
の
三
、
第
七
条
の
六
関
係
）

税

率

税

率

関

税

定

率

法

平
成
七
年
四

平
成
八
年
四

平
成
九
年
四

平
成
一
○
年

平
成
一
一
年

平
成
一
二
年

関

税

定

率

法

平
成
七
年
四

平
成
八
年
四

平
成
九
年
四

平
成
一
○
年

平
成
一
一
年

平
成
一
二
年

月
一
日
か
ら

月
一
日
か
ら

月
一
日
か
ら

四
月
一
日
か

四
月
一
日
か

四
月
一
日
か

月
一
日
か
ら

月
一
日
か
ら

月
一
日
か
ら

四
月
一
日
か

四
月
一
日
か

四
月
一
日
か

品

名

平
成
八
年
三

平
成
九
年
三

平
成
一
○
年

ら
平
成
一
一

ら
平
成
一
二

ら
平
成
三
一

品

名

平
成
八
年
三

平
成
九
年
三

平
成
一
○
年

ら
平
成
一
一

ら
平
成
一
二

ら
平
成
三
○

月
三
一
日
ま

月
三
一
日
ま

三
月
三
一
日

年
三
月
三
一

年
三
月
三
一

年
三
月
三
一

月
三
一
日
ま

月
三
一
日
ま

三
月
三
一
日

年
三
月
三
一

年
三
月
三
一

年
三
月
三
一

別

表

の

番

号

で
に
輸
入
さ

で
に
輸
入
さ

ま
で
に
輸
入

日
ま
で
に
輸

日
ま
で
に
輸

日
ま
で
に
輸

別

表

の

番

号

で
に
輸
入
さ

で
に
輸
入
さ

ま
で
に
輸
入

日
ま
で
に
輸

日
ま
で
に
輸

日
ま
で
に
輸

れ
る
も
の

れ
る
も
の

さ
れ
る
も
の

入
さ
れ
る
も

入
さ
れ
る
も

入
さ
れ
る
も

れ
る
も
の

れ
る
も
の

さ
れ
る
も
の

入
さ
れ
る
も

入
さ
れ
る
も

入
さ
れ
る
も

の

の

の

の

の

の

（
省

略
）

（
省

略
）

（
省

略
）

（
省

略
）

（
省

略
）

（
省

略
）

（
省

略
）

（
省

略
）

同

上

同

上

同

上

同

上

同

上

同

上

同

上

同

上

別
表
第
一
の
三
の
二

生
き
て
い
る
豚
及
び
豚
肉
等
に
係
る
基
準
輸
入
価
格
表
（
第
七
条
の
六
関
係
）

別
表
第
一
の
三
の
二

生
き
て
い
る
豚
及
び
豚
肉
等
に
係
る
基
準
輸
入
価
格
表
（
第
七
条
の
六
関
係
）

基

準

輸

入

価

格

基

準

輸

入

価

格

平
成
七
年
四

平
成
八
年
四

平
成
九
年
四

平
成
一
○
年

平
成
一
一
年

平
成
一
二
年

平
成
七
年
四

平
成
八
年
四

平
成
九
年
四

平
成
一
○
年

平
成
一
一
年

平
成
一
二
年

月
一
日
か
ら

月
一
日
か
ら

月
一
日
か
ら

四
月
一
日
か

四
月
一
日
か

四
月
一
日
か

月
一
日
か
ら

月
一
日
か
ら

月
一
日
か
ら

四
月
一
日
か

四
月
一
日
か

四
月
一
日
か

項

名

号

名

平
成
八
年
三

平
成
九
年
三

平
成
一
○
年

ら
平
成
一
一

ら
平
成
一
二

ら
平
成
三
一

項

名

号

名

平
成
八
年
三

平
成
九
年
三

平
成
一
○
年

ら
平
成
一
一

ら
平
成
一
二

ら
平
成
三
○

月
三
一
日
ま

月
三
一
日
ま

三
月
三
一
日

年
三
月
三
一

年
三
月
三
一

年
三
月
三
一

月
三
一
日
ま

月
三
一
日
ま

三
月
三
一
日

年
三
月
三
一

年
三
月
三
一

年
三
月
三
一

で
に
輸
入
さ

で
に
輸
入
さ

ま
で
に
輸
入

日
ま
で
に
輸

日
ま
で
に
輸

日
ま
で
に
輸

で
に
輸
入
さ

で
に
輸
入
さ

ま
で
に
輸
入

日
ま
で
に
輸

日
ま
で
に
輸

日
ま
で
に
輸

れ
る
も
の

れ
る
も
の

さ
れ
る
も
の

入
さ
れ
る
も

入
さ
れ
る
も

入
さ
れ
る
も

れ
る
も
の

れ
る
も
の

さ
れ
る
も
の

入
さ
れ
る
も

入
さ
れ
る
も

入
さ
れ
る
も

の

の

の

の

の

の

（
省

略
）

（
省

略
）

（
省

略
）

（
省

略
）

（
省

略
）

（
省

略
）

（
省

略
）

（
省

略
）

同

上

同

上

同

上

同

上

同

上

同

上

同

上

同

上

別
表
第
一
の
六

輸
入
数
量
が
輸
入
基
準
数
量
を
超
え
た
場
合
の
特
別
緊
急
加
算
関
税
率
表
（
第
七
条
の
三
関
係
）

別
表
第
一
の
六

輸
入
数
量
が
輸
入
基
準
数
量
を
超
え
た
場
合
の
特
別
緊
急
加
算
関
税
率
表
（
第
七
条
の
三
関
係
）

税

率

税

率

平
成
七
年
四

平
成
八
年
四

平
成
九
年
四

平
成
一
○
年

平
成
一
一
年

平
成
一
二
年

平
成
七
年
四

平
成
八
年
四

平
成
九
年
四

平
成
一
○
年

平
成
一
一
年

平
成
一
二
年

月
一
日
か
ら

月
一
日
か
ら

月
一
日
か
ら

四
月
一
日
か

四
月
一
日
か

四
月
一
日
か

月
一
日
か
ら

月
一
日
か
ら

月
一
日
か
ら

四
月
一
日
か

四
月
一
日
か

四
月
一
日
か

項

名

品

目

平
成
八
年
三

平
成
九
年
三

平
成
一
○
年

ら
平
成
一
一

ら
平
成
一
二

ら
平
成
三
一

項

名

品

目

平
成
八
年
三

平
成
九
年
三

平
成
一
○
年

ら
平
成
一
一

ら
平
成
一
二

ら
平
成
三
○

月
三
一
日
ま

月
三
一
日
ま

三
月
三
一
日

年
三
月
三
一

年
三
月
三
一

年
三
月
三
一

月
三
一
日
ま

月
三
一
日
ま

三
月
三
一
日

年
三
月
三
一

年
三
月
三
一

年
三
月
三
一

で
に
輸
入
さ

で
に
輸
入
さ

ま
で
に
輸
入

日
ま
で
に
輸

日
ま
で
に
輸

日
ま
で
に
輸

で
に
輸
入
さ

で
に
輸
入
さ

ま
で
に
輸
入

日
ま
で
に
輸

日
ま
で
に
輸

日
ま
で
に
輸

れ
る
も
の

れ
る
も
の

さ
れ
る
も
の

入
さ
れ
る
も

入
さ
れ
る
も

入
さ
れ
る
も

れ
る
も
の

れ
る
も
の

さ
れ
る
も
の

入
さ
れ
る
も

入
さ
れ
る
も

入
さ
れ
る
も

の

の

の

の

の

の

（
省

略
）

（
省

略
）

（
省

略
）

（
省

略
）

（
省

略
）

（
省

略
）

（
省

略
）

（
省

略
）

同

上

同

上

同

上

同

上

同

上

同

上

同

上

同

上

別
表
第
一
の
八

生
き
て
い
る
豚
及
び
豚
肉
等
に
係
る
関
税
の
緊
急
措
置
に
係
る
暫
定
関
税
率
表
（
第
七
条
の
六
関
係
）

別
表
第
一
の
八

生
き
て
い
る
豚
及
び
豚
肉
等
に
係
る
関
税
の
緊
急
措
置
に
係
る
暫
定
関
税
率
表
（
第
七
条
の
六
関
係
）
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税

率

税

率

関

税

定

率

法

平
成
七
年
四

平
成
八
年
四

平
成
九
年
四

平
成
一
○
年

平
成
一
一
年

平
成
一
二
年

関

税

定

率

法

平
成
七
年
四

平
成
八
年
四

平
成
九
年
四

平
成
一
○
年

平
成
一
一
年

平
成
一
二
年

月
一
日
か
ら

月
一
日
か
ら

月
一
日
か
ら

四
月
一
日
か

四
月
一
日
か

四
月
一
日
か

月
一
日
か
ら

月
一
日
か
ら

月
一
日
か
ら

四
月
一
日
か

四
月
一
日
か

四
月
一
日
か

品

名

平
成
八
年
三

平
成
九
年
三

平
成
一
○
年

ら
平
成
一
一

ら
平
成
一
二

ら
平
成
三
一

品

名

平
成
八
年
三

平
成
九
年
三

平
成
一
○
年

ら
平
成
一
一

ら
平
成
一
二

ら
平
成
三
○

月
三
一
日
ま

月
三
一
日
ま

三
月
三
一
日

年
三
月
三
一

年
三
月
三
一

年
三
月
三
一

月
三
一
日
ま

月
三
一
日
ま

三
月
三
一
日

年
三
月
三
一

年
三
月
三
一

年
三
月
三
一

別

表

の

番

号

で
に
輸
入
さ

で
に
輸
入
さ

ま
で
に
輸
入

日
ま
で
に
輸

日
ま
で
に
輸

日
ま
で
に
輸

別

表

の

番

号

で
に
輸
入
さ

で
に
輸
入
さ

ま
で
に
輸
入

日
ま
で
に
輸

日
ま
で
に
輸

日
ま
で
に
輸

れ
る
も
の

れ
る
も
の

さ
れ
る
も
の

入
さ
れ
る
も

入
さ
れ
る
も

入
さ
れ
る
も

れ
る
も
の

れ
る
も
の

さ
れ
る
も
の

入
さ
れ
る
も

入
さ
れ
る
も

入
さ
れ
る
も

の

の

の

の

の

の

（
省

略
）

（
省

略
）

（
省

略
）

（
省

略
）

（
省

略
）

（
省

略
）

（
省

略
）

（
省

略
）

同

上

同

上

同

上

同

上

同

上

同

上

同

上

同

上

別
表
第
三

鉱
工
業
産
品
等
に
係
る
特
恵
関
税
率
の
算
出
の
た
め
の
係
数
表
（
第
八
条
の
二
関
係
）

別
表
第
三

鉱
工
業
産
品
等
に
係
る
特
恵
関
税
率
の
算
出
の
た
め
の
係
数
表
（
第
八
条
の
二
関
係
）

項

名

品

目

係

数

項

名

品

目

係

数

（
省

略
）

（
省

略
）

（
省

略
）

同

上

同

上

同

上

一
九

関
税
率
表
第
五
三
・
〇
九
項
又
は
第
五
三
一
一
・
〇
〇
号
の
一
に
掲
げ
る
物
品

〇
・
八

一
九

関
税
率
表
第
五
三
・
〇
九
項
又
は
第
五
三
一
一
・
〇
〇
号
の
一
に
掲
げ
る
物
品

同

上

関
税
率
表
第
五
三
〇
八
・
九
〇
号
の
二
に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち

ラ
ミ
ー
糸

（
省

略
）

（
省

略
）

（
省

略
）

同

上

同

上

同

上

二
七

関
税
率
表
第
六
二
〇
九
・
二
〇
号
の
一
若
し
く
は
二
の
㈡
の
Ａ
、
第
六
二
〇
九
・
三
〇
号
の
一
若
し
く
は
二

〇
・
八

二
七

関
税
率
表
第
六
二
〇
九
・
二
〇
号
の
一
若
し
く
は
二
の
㈡
の
Ａ
、
第
六
二
〇
九
・
三
〇
号
の
一
若
し
く
は
二

同

上

の
㈡
の
Ａ
、
第
六
二
〇
九
・
九
〇
号
の
一
若
し
く
は
二
の
㈡
の
Ａ
、
第
六
二
・
一
三
項
、
第
六
二
一
六
・
〇

の
㈡
の
Ａ
、
第
六
二
〇
九
・
九
〇
号
の
一
若
し
く
は
二
の
㈡
の
Ａ
、
第
六
二
・
一
三
項
、
第
六
二
一
六
・
〇

〇
号
の
二
又
は
第
六
二
・
一
七
項
に
掲
げ
る
物
品

〇
号
又
は
第
六
二
・
一
七
項
に
掲
げ
る
物
品

（
省

略
）

（
省

略
）

（
省

略
）

同

上

同

上

同

上
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○

環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
の
締
結
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
百
八
号
）
（
附
則
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
関
税
暫
定
措
置
法
の
一
部
改
正
）

（
関
税
暫
定
措
置
法
の
一
部
改
正
）

第
四
条

関
税
暫
定
措
置
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次

第
四
条

関
税
暫
定
措
置
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
、
飼
料
用
麦
（
同
法
別
表
第
一
○
○
一

第
七
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
、
飼
料
用
麦
（
同
法
別
表
第
一
○
○
一

・
九
九
号
に
掲
げ
る
物
品
（
メ
ス
リ
ン
を
除
く
。
）
又
は
同
表
第
一
○
○
三
・

・
九
九
号
に
掲
げ
る
物
品
（
メ
ス
リ
ン
を
除
く
。
）
又
は
同
表
第
一
○
○
三
・

九
○
号
に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち
飼
料
用
の
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

九
○
号
に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち
飼
料
用
の
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
を
含
む
別
表
第
一
の
六
の
項
に
あ
つ
て
は
」
を
削
り
、
「
こ
れ
ら

て
同
じ
。
）
を
含
む
別
表
第
一
の
六
の
項
に
あ
つ
て
は
」
を
削
り
、
「
こ
れ
ら

の
項
」
を
「
同
表
」
に
、
「
物
品
の
輸
入
数
量
を
当
該
」
を
「
物
品
の
輸
入
数

の
項
」
を
「
同
表
」
に
、
「
物
品
の
輸
入
数
量
を
当
該
」
を
「
物
品
の
輸
入
数

量
を
同
表
の
」
に
、
「
の
第
九
条
の
二
第
一
項
の
譲
許
の
便
益
の
適
用
を
受
け

量
を
同
表
の
」
に
、
「
の
第
九
条
の
二
第
一
項
の
譲
許
の
便
益
の
適
用
を
受
け

る
飼
料
用
麦
の
輸
入
数
量
を
当
該
各
項
ご
と
に
合
計
し
た
輸
入
数
量
」
を
「
に

る
飼
料
用
麦
の
輸
入
数
量
を
当
該
各
項
ご
と
に
合
計
し
た
輸
入
数
量
」
を
「
に

掲
げ
る
物
品
で
あ
つ
て
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
（
以
下
「
環
太
平

掲
げ
る
物
品
で
あ
つ
て
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
（
以
下
「
環
太
平

洋
協
定
」
と
い
う
。
）
の
我
が
国
以
外
の
締
約
国
（
固
有
の
関
税
及
び
貿
易
に

洋
協
定
」
と
い
う
。
）
の
我
が
国
以
外
の
締
約
国
（
固
有
の
関
税
及
び
貿
易
に

関
す
る
制
度
を
有
す
る
地
域
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
原
産
地
と
す
る
も
の

関
す
る
制
度
を
有
す
る
地
域
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
原
産
地
と
す
る
も
の

（
第
八
項
に
お
い
て
「
締
約
国
産
物
品
」
と
い
う
。
）
に
係
る
輸
入
数
量
（
環

（
第
八
項
に
お
い
て
「
締
約
国
産
物
品
」
と
い
う
。
）
に
係
る
輸
入
数
量
（
環

太
平
洋
協
定
が
当
該
締
約
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
前
の
期
間
に
係
る
も

太
平
洋
協
定
が
当
該
締
約
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
前
の
期
間
に
係
る
も

の
に
限
る
。
第
八
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
同
表
の
各
項
に
掲
げ
る
物
品
で

の
に
限
る
。
第
八
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
同
表
の
各
項
に
掲
げ
る
物
品
で

あ
つ
て
環
太
平
洋
協
定
の
規
定
に
基
づ
き
環
太
平
洋
協
定
の
原
産
品
と
さ
れ
る

あ
つ
て
環
太
平
洋
協
定
の
規
定
に
基
づ
き
環
太
平
洋
協
定
の
原
産
品
と
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
こ
と
を
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
税
関
長
が
認
め
た
も
の
（

も
の
で
あ
る
こ
と
を
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
税
関
長
が
認
め
た
も
の
（

第
八
項
に
お
い
て
「
環
太
平
洋
協
定
原
産
品
」
と
い
う
。
）
に
係
る
輸
入
数
量

第
八
項
に
お
い
て
「
環
太
平
洋
協
定
原
産
品
」
と
い
う
。
）
に
係
る
輸
入
数
量

を
同
表
の
各
項
ご
と
に
合
計
し
た
輸
入
数
量
（
同
表
の
一
三
の
項
及
び
一
四
の

を
同
表
の
各
項
ご
と
に
合
計
し
た
輸
入
数
量
（
同
表
の
一
三
の
項
及
び
一
四
の

項
に
あ
つ
て
は
、
当
該
年
度
中
の
当
該
各
項
に
掲
げ
る
経
済
上
の
連
携
に
関
す

項
に
あ
つ
て
は
、
当
該
年
度
中
の
当
該
各
項
に
掲
げ
る
経
済
上
の
連
携
に
関
す

る
日
本
国
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
の
間
の
協
定
（
第
八
項
に
お
い
て
「
オ
ー
ス

る
日
本
国
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
の
間
の
協
定
（
第
八
項
に
お
い
て
「
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
協
定
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
第
九
条
の
二
第
一
項
の
譲
許

ト
ラ
リ
ア
協
定
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
第
九
条
の
二
第
一
項
の
譲
許
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の
便
益
の
適
用
を
受
け
る
飼
料
用
麦
（
同
法
別
表
第
一
○
○
一
・
九
九
号
に
掲

の
便
益
の
適
用
を
受
け
る
飼
料
用
麦
（
同
法
別
表
第
一
○
○
一
・
九
九
号
に
掲

げ
る
物
品
（
メ
ス
リ
ン
を
除
く
。
）
又
は
同
表
第
一
○
○
三
・
九
○
号
に
掲
げ

げ
る
物
品
（
メ
ス
リ
ン
を
除
く
。
）
又
は
同
表
第
一
○
○
三
・
九
○
号
に
掲
げ

る
物
品
の
う
ち
飼
料
用
の
も
の
を
い
う
。
第
八
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
輸
入

る
物
品
の
う
ち
飼
料
用
の
も
の
を
い
う
。
第
八
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
輸
入

数
量
（
環
太
平
洋
協
定
が
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
以
後

数
量
（
環
太
平
洋
協
定
が
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
以
後

の
期
間
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
別
表
第
一
の
六
の
一
三
の
項
及
び
一
四
の

の
期
間
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
別
表
第
一
の
六
の
一
三
の
項
及
び
一
四
の

項
の
各
項
ご
と
に
合
計
し
た
輸
入
数
量
を
加
え
た
輸
入
数
量
）
」
に
改
め
、
同

項
の
各
項
ご
と
に
合
計
し
た
輸
入
数
量
を
加
え
た
輸
入
数
量
）
」
に
改
め
、
同

条
第
六
項
中
「
別
表
第
一
の
六
に
掲
げ
る
物
品
の
輸
入
数
量
を
同
表
の
各
項
ご

条
第
六
項
中
「
別
表
第
一
の
六
に
掲
げ
る
物
品
の
輸
入
数
量
を
同
表
の
各
項
ご

と
」
を
「
物
品
の
輸
入
数
量
」
に
改
め
、
「
飼
料
用
麦
を
含
む
別
表
第
一
の
六

と
」
と
あ
る
の
は
「
飼
料
用
麦
を
含
む
別
表
第
一
の
六
の
項
に
掲
げ
る
」
を
削

の
項
に
掲
げ
る
」
を
削
り
、
「
飼
料
用
麦
で
あ
つ
て
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
」
を
「

り
、
「
飼
料
用
麦
で
あ
つ
て
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
」
を
「
環
太
平
洋
協
定
の
我
が

環
太
平
洋
協
定
の
我
が
国
以
外
の
締
約
国
」
に
、
「
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
産
飼

国
以
外
の
締
約
国
」
に
、
「
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
産
飼
料
用
麦
」
を
「
「
締
約

料
用
麦
」
を
「
「
締
約
国
産
物
品
」
に
改
め
、
「
（
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る

国
産
物
品
」
に
改
め
、
「
（
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
オ
ー
ス
ト
ラ

日
本
国
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
の
間
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
か
ら
一
年
を
経

リ
ア
と
の
間
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
た
日
（
以
下
「
一

過
し
た
日
（
以
下
「
一
年
経
過
日
」
と
い
う
。
）
前
の
期
間
に
係
る
も
の
に
限

年
経
過
日
」
と
い
う
。
）
前
の
期
間
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
第
九
条
の

る
。
）
及
び
第
九
条
の
二
第
一
項
の
譲
許
の
便
益
の
適
用
を
受
け
る
飼
料
用
麦

二
第
一
項
の
譲
許
の
便
益
の
適
用
を
受
け
る
飼
料
用
麦
の
輸
入
数
量
（
一
年
経

の
輸
入
数
量
（
一
年
経
過
日
以
後
の
期
間
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
」
及
び
「

過
日
以
後
の
期
間
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
」
及
び
「
を
こ
れ
ら
の
項
ご
と
」

を
こ
れ
ら
の
項
ご
と
」
を
削
り
、
「
（
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
産
飼
料
用
麦
」
を
「

を
削
り
、
「
（
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
産
飼
料
用
麦
」
を
「
（
別
表
第
一
の
六
に
掲

（
別
表
第
一
の
六
に
掲
げ
る
物
品
で
あ
つ
て
締
約
国
産
物
品
」
に
改
め
、
「
（

げ
る
物
品
で
あ
つ
て
締
約
国
産
物
品
」
に
改
め
、
「
（
一
年
経
過
日
前
の
期
間

一
年
経
過
日
前
の
期
間
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
と
第
九
条
の
二
第
一
項
の
譲

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
と
第
九
条
の
二
第
一
項
の
譲
許
の
便
益
の
適
用
を
受

許
の
便
益
の
適
用
を
受
け
る
飼
料
用
麦
の
輸
入
数
量
（
一
年
経
過
日
以
後
の
期

け
る
飼
料
用
麦
の
輸
入
数
量
（
一
年
経
過
日
以
後
の
期
間
に
係
る
も
の
に
限
る

間
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
と
の
合
計
数
量
」
及
び
「
、
前
項
中
「
別
表
第
一

。
）
と
の
合
計
数
量
」
及
び
「
、
前
項
中
「
別
表
第
一
の
六
の
各
項
」
と
あ
る

の
六
の
各
項
」
と
あ
る
の
は
「
飼
料
用
麦
を
含
む
別
表
第
一
の
六
の
項
」
」
を

の
は
「
飼
料
用
麦
を
含
む
別
表
第
一
の
六
の
項
」
」
を
削
り
、
「
読
み
替
え
る

削
り
、
「
読
み
替
え
る
」
を
「
、
「
別
表
第
一
の
六
の
一
五
の
項
」
と
あ
る
の

」
を
「
、
「
別
表
第
一
の
六
の
一
五
の
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
表
の
一
五
の
項

は
「
同
表
の
一
五
の
項
」
と
読
み
替
え
る
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
、
飼

」
と
読
み
替
え
る
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
、
飼
料
用
麦
を
含
む
項
に
あ

料
用
麦
を
含
む
項
に
あ
つ
て
は
」
を
削
り
、
「
こ
れ
ら
の
項
」
を
「
同
表
」
に

つ
て
は
」
を
削
り
、
「
こ
れ
ら
の
項
」
を
「
同
表
」
に
、
「
物
品
の
輸
入
数
量

、
「
物
品
の
輸
入
数
量
を
当
該
」
を
「
物
品
の
輸
入
数
量
を
同
表
の
」
に
、
「

を
当
該
」
を
「
物
品
の
輸
入
数
量
を
同
表
の
」
に
、
「
及
び
」
を
「
並
び
に
」

及
び
」
を
「
並
び
に
」
に
、
「
第
九
条
の
二
第
一
項
の
譲
許
の
便
益
の
適
用
を

に
、
「
第
九
条
の
二
第
一
項
の
譲
許
の
便
益
の
適
用
を
受
け
る
飼
料
用
麦
の
輸

受
け
る
飼
料
用
麦
の
輸
入
数
量
を
当
該
各
項
ご
と
に
合
計
し
た
輸
入
数
量
」
を

入
数
量
を
当
該
各
項
ご
と
に
合
計
し
た
輸
入
数
量
」
を
「
締
約
国
産
物
品
の
輸

「
締
約
国
産
物
品
の
輸
入
数
量
及
び
環
太
平
洋
協
定
原
産
品
の
輸
入
数
量
を
当

入
数
量
及
び
環
太
平
洋
協
定
原
産
品
の
輸
入
数
量
を
当
該
各
項
ご
と
に
合
計
し
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該
各
項
ご
と
に
合
計
し
た
輸
入
数
量
（
同
表
の
一
三
の
項
及
び
一
四
の
項
に
あ

た
輸
入
数
量
（
同
表
の
一
三
の
項
及
び
一
四
の
項
に
あ
つ
て
は
、
当
該
年
度
の

つ
て
は
、
当
該
年
度
の
初
日
か
ら
毎
月
末
ま
で
の
当
該
各
項
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

初
日
か
ら
毎
月
末
ま
で
の
当
該
各
項
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
協
定
の
規
定
に
基
づ

ア
協
定
の
規
定
に
基
づ
き
第
九
条
の
二
第
一
項
の
譲
許
の
便
益
の
適
用
を
受
け

き
第
九
条
の
二
第
一
項
の
譲
許
の
便
益
の
適
用
を
受
け
る
飼
料
用
麦
の
輸
入
数

る
飼
料
用
麦
の
輸
入
数
量
（
環
太
平
洋
協
定
が
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
つ
い
て
効

量
（
環
太
平
洋
協
定
が
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
以
後
の

力
を
生
ず
る
日
以
後
の
期
間
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
同
表
の
一
三
の
項
及

期
間
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
同
表
の
一
三
の
項
及
び
一
四
の
項
の
各
項
ご

び
一
四
の
項
の
各
項
ご
と
に
合
計
し
た
輸
入
数
量
を
加
え
た
輸
入
数
量
）
」
に

と
に
合
計
し
た
輸
入
数
量
を
加
え
た
輸
入
数
量
）
」
に
改
め
る
。

改
め
る
。

（
省

略
）

同

上

第
七
条
の
六
第
一
項
第
一
号
中
「
（
第
八
条
の
六
第
二
項
の
譲
許
の
便
益
の

第
七
条
の
六
第
一
項
第
一
号
中
「
（
第
八
条
の
六
第
二
項
の
譲
許
の
便
益
の

適
用
を
受
け
る
も
の
に
係
る
輸
入
数
量
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

適
用
を
受
け
る
も
の
に
係
る
輸
入
数
量
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

。
）
」
を
削
り
、
「
告
示
す
る
数
量
」
の
下
に
「
（
第
七
項
に
お
い
て
「
第
一

。
）
」
を
削
り
、
「
告
示
す
る
数
量
」
の
下
に
「
（
第
七
項
に
お
い
て
「
第
一

号
に
係
る
輸
入
基
準
数
量
」
と
い
う
。
）
」
を
、
「
場
合
」
の
下
に
「
（
平
成

号
に
係
る
輸
入
基
準
数
量
」
と
い
う
。
）
」
を
、
「
場
合
」
の
下
に
「
（
平
成

三
十
年
度
に
お
い
て
は
、
当
該
年
度
の
初
日
か
ら
当
該
年
度
の
第
一
四
半
期
、

二
十
九
年
度
に
お
い
て
は
、
当
該
年
度
の
初
日
か
ら
当
該
年
度
の
第
一
四
半
期

第
二
四
半
期
及
び
第
三
四
半
期
に
属
す
る
各
月
の
末
日
ま
で
の
豚
肉
等
の
輸
入

、
第
二
四
半
期
及
び
第
三
四
半
期
に
属
す
る
各
月
の
末
日
ま
で
の
豚
肉
等
の
輸

数
量
（
環
太
平
洋
協
定
の
我
が
国
以
外
の
締
約
国
を
原
産
地
と
す
る
も
の
に
係

入
数
量
（
環
太
平
洋
協
定
の
我
が
国
以
外
の
締
約
国
を
原
産
地
と
す
る
も
の
に

る
輸
入
数
量
（
環
太
平
洋
協
定
が
当
該
締
約
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
前

係
る
輸
入
数
量
（
環
太
平
洋
協
定
が
当
該
締
約
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日

の
期
間
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
と
環
太
平
洋
協
定
の
規
定
に
基
づ
き
関
税
の

前
の
期
間
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
と
環
太
平
洋
協
定
の
規
定
に
基
づ
き
関
税

譲
許
の
便
益
の
適
用
を
受
け
る
も
の
（
次
項
及
び
第
七
条
の
九
に
お
い
て
「
譲

の
譲
許
の
便
益
の
適
用
を
受
け
る
も
の
（
次
項
及
び
第
七
条
の
九
に
お
い
て
「

許
適
用
物
品
」
と
い
う
。
）
に
係
る
輸
入
数
量
と
の
合
計
数
量
及
び
環
太
平
洋

譲
許
適
用
物
品
」
と
い
う
。
）
に
係
る
輸
入
数
量
と
の
合
計
数
量
及
び
環
太
平

協
定
の
我
が
国
以
外
の
締
約
国
を
原
産
地
と
す
る
第
八
条
の
六
第
二
項
の
譲
許

洋
協
定
の
我
が
国
以
外
の
締
約
国
を
原
産
地
と
す
る
第
八
条
の
六
第
二
項
の
譲

の
便
益
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
係
る
輸
入
数
量
（
環
太
平
洋
協
定
が
当
該
締

許
の
便
益
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
係
る
輸
入
数
量
（
環
太
平
洋
協
定
が
当
該

約
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
以
後
の
期
間
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
除

締
約
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
以
後
の
期
間
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を

く
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
七
項
に
お
い
て
「
第
一
項
に
係
る
協
定
対
象
外
輸
入

除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
七
項
に
お
い
て
「
第
一
項
に
係
る
協
定
対
象
外
輸

数
量
」
と
い
う
。
）
が
、
当
該
年
度
の
前
年
度
ま
で
の
過
去
三
年
度
に
お
け
る

入
数
量
」
と
い
う
。
）
が
、
当
該
年
度
の
前
年
度
ま
で
の
過
去
三
年
度
に
お
け

各
年
度
の
初
日
か
ら
同
年
度
の
当
該
各
月
の
属
す
る
四
半
期
の
末
日
ま
で
の
第

る
各
年
度
の
初
日
か
ら
同
年
度
の
当
該
各
月
の
属
す
る
四
半
期
の
末
日
ま
で
の

一
項
に
係
る
協
定
対
象
外
輸
入
数
量
を
合
計
し
た
も
の
の
三
分
の
一
に
相
当
す

第
一
項
に
係
る
協
定
対
象
外
輸
入
数
量
を
合
計
し
た
も
の
の
三
分
の
一
に
相
当

る
数
量
に
百
分
の
百
十
九
を
乗
じ
て
得
た
数
量
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
財
務
大
臣

す
る
数
量
に
百
分
の
百
十
九
を
乗
じ
て
得
た
数
量
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
財
務
大

が
告
示
す
る
数
量
（
第
七
項
に
お
い
て
「
第
一
号
に
係
る
協
定
対
象
外
輸
入
基

臣
が
告
示
す
る
数
量
（
第
七
項
に
お
い
て
「
第
一
号
に
係
る
協
定
対
象
外
輸
入
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準
数
量
」
と
い
う
。
）
を
超
え
た
場
合
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号

基
準
数
量
」
と
い
う
。
）
を
超
え
た
場
合
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
二

中
「
告
示
す
る
数
量
」
の
下
に
「
（
第
七
項
に
お
い
て
「
第
二
号
に
係
る
輸
入

号
中
「
告
示
す
る
数
量
」
の
下
に
「
（
第
七
項
に
お
い
て
「
第
二
号
に
係
る
輸

基
準
数
量
」
と
い
う
。
）
」
を
、
「
場
合
」
の
下
に
「
（
平
成
三
十
年
度
に
お

入
基
準
数
量
」
と
い
う
。
）
」
を
、
「
場
合
」
の
下
に
「
（
平
成
二
十
九
年
度

い
て
は
、
当
該
年
度
中
の
第
一
項
に
係
る
協
定
対
象
外
輸
入
数
量
が
、
当
該
年

に
お
い
て
は
、
当
該
年
度
中
の
第
一
項
に
係
る
協
定
対
象
外
輸
入
数
量
が
、
当

度
の
前
年
度
ま
で
の
過
去
三
年
度
に
お
け
る
各
年
度
の
第
一
項
に
係
る
協
定
対

該
年
度
の
前
年
度
ま
で
の
過
去
三
年
度
に
お
け
る
各
年
度
の
第
一
項
に
係
る
協

象
外
輸
入
数
量
を
合
計
し
た
も
の
の
三
分
の
一
に
相
当
す
る
数
量
に
百
分
の
百

定
対
象
外
輸
入
数
量
を
合
計
し
た
も
の
の
三
分
の
一
に
相
当
す
る
数
量
に
百
分

十
九
を
乗
じ
て
得
た
数
量
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
財
務
大
臣
が
告
示
す
る
数
量
（

の
百
十
九
を
乗
じ
て
得
た
数
量
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
財
務
大
臣
が
告
示
す
る
数

第
七
項
に
お
い
て
「
第
二
号
に
係
る
協
定
対
象
外
輸
入
基
準
数
量
」
と
い
う
。

量
（
第
七
項
に
お
い
て
「
第
二
号
に
係
る
協
定
対
象
外
輸
入
基
準
数
量
」
と
い

）
を
超
え
た
場
合
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
輸
入
基
準
数
量

う
。
）
を
超
え
た
場
合
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
輸
入
基
準

」
を
「
第
二
項
に
係
る
輸
入
基
準
数
量
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を

数
量
」
を
「
第
二
項
に
係
る
輸
入
基
準
数
量
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し

加
え
る
。

書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
平
成
三
十
年
度
に
お
い
て
は
、
当
該
年
度
中
の
生
き
て
い
る
豚

た
だ
し
、
平
成
二
十
九
年
度
に
お
い
て
は
、
当
該
年
度
中
の
生
き
て
い
る

及
び
豚
肉
等
の
輸
入
数
量
か
ら
当
該
年
度
中
の
環
太
平
洋
協
定
の
我
が
国
以

豚
及
び
豚
肉
等
の
輸
入
数
量
か
ら
当
該
年
度
中
の
環
太
平
洋
協
定
の
我
が
国

外
の
締
約
国
を
原
産
地
と
す
る
生
き
て
い
る
豚
及
び
豚
肉
等
の
輸
入
数
量
（

以
外
の
締
約
国
を
原
産
地
と
す
る
生
き
て
い
る
豚
及
び
豚
肉
等
の
輸
入
数
量

環
太
平
洋
協
定
が
当
該
締
約
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
前
の
期
間
に
係

（
環
太
平
洋
協
定
が
当
該
締
約
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
前
の
期
間
に

る
も
の
に
限
る
。
）
と
譲
許
適
用
物
品
で
あ
る
生
き
て
い
る
豚
及
び
豚
肉
等

係
る
も
の
に
限
る
。
）
と
譲
許
適
用
物
品
で
あ
る
生
き
て
い
る
豚
及
び
豚
肉

の
輸
入
数
量
と
の
合
計
数
量
並
び
に
環
太
平
洋
協
定
の
我
が
国
以
外
の
締
約

等
の
輸
入
数
量
と
の
合
計
数
量
並
び
に
環
太
平
洋
協
定
の
我
が
国
以
外
の
締

国
を
原
産
地
と
す
る
第
八
条
の
六
第
二
項
の
譲
許
の
便
益
の
適
用
を
受
け
る

約
国
を
原
産
地
と
す
る
第
八
条
の
六
第
二
項
の
譲
許
の
便
益
の
適
用
を
受
け

豚
肉
等
の
輸
入
数
量
（
環
太
平
洋
協
定
が
当
該
締
約
国
に
つ
い
て
効
力
を
生

る
豚
肉
等
の
輸
入
数
量
（
環
太
平
洋
協
定
が
当
該
締
約
国
に
つ
い
て
効
力
を

ず
る
日
以
後
の
期
間
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
控
除
し
た
輸
入
数
量
（
第

生
ず
る
日
以
後
の
期
間
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
控
除
し
た
輸
入
数
量
（

七
項
に
お
い
て
「
第
二
項
に
係
る
協
定
対
象
外
輸
入
数
量
」
と
い
う
。
）
が

第
七
項
に
お
い
て
「
第
二
項
に
係
る
協
定
対
象
外
輸
入
数
量
」
と
い
う
。
）

あ
ら
か
じ
め
財
務
大
臣
が
告
示
す
る
数
量
（
第
五
項
に
お
い
て
「
第
二
項
に

が
あ
ら
か
じ
め
財
務
大
臣
が
告
示
す
る
数
量
（
第
五
項
に
お
い
て
「
第
二
項

係
る
協
定
対
象
外
輸
入
基
準
数
量
」
と
い
う
。
）
を
超
え
た
場
合
に
限
る
。

に
係
る
協
定
対
象
外
輸
入
基
準
数
量
」
と
い
う
。
）
を
超
え
た
場
合
に
限
る

。

第
七
条
の
六
第
五
項
中
「
第
二
項
に
規
定
す
る
輸
入
基
準
数
量
」
を
「
第
二

同

上

項
に
係
る
輸
入
基
準
数
量
又
は
第
二
項
に
係
る
協
定
対
象
外
輸
入
基
準
数
量
」

に
改
め
、
同
項
後
段
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
項
に
係
る
協
定
対
象
外
輸
入
基
準
数
量
を
算

同

上
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出
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
と
き
は
、
同
条
第
四
項
中
「
別
表
第
一
の

六
に
掲
げ
る
物
品
の
輸
入
数
量
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
条
の
六
第
二
項
に
規

定
す
る
生
き
て
い
る
豚
及
び
豚
肉
等
の
輸
入
数
量
（
環
太
平
洋
協
定
の
我
が

国
以
外
の
締
約
国
を
原
産
地
と
す
る
も
の
（
第
一
号
に
お
い
て
「
締
約
国
産

物
品
」
と
い
う
。
）
に
係
る
輸
入
数
量
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
各
年
の
国
内
消
費
量
」
と
あ
る
の
は
「
各

年
の
国
内
消
費
量
（
締
約
国
産
物
品
で
あ
る
生
き
て
い
る
豚
及
び
豚
肉
等
の

輸
入
数
量
に
相
当
す
る
数
量
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
七
条
の
六
第
七
項
中
「
並
び
に
」
を
「
（
平
成
三
十
年
度
に
お
い
て
は
、

第
七
条
の
六
第
七
項
中
「
並
び
に
」
を
「
（
平
成
二
十
九
年
度
に
お
い
て
は

当
該
輸
入
数
量
及
び
第
一
項
に
係
る
協
定
対
象
外
輸
入
数
量
）
並
び
に
」
に
、

、
当
該
輸
入
数
量
及
び
第
一
項
に
係
る
協
定
対
象
外
輸
入
数
量
）
並
び
に
」
に

「
輸
入
数
量
を
」
を
「
輸
入
数
量
（
平
成
三
十
年
度
に
お
い
て
は
、
当
該
輸
入

、
「
輸
入
数
量
を
」
を
「
輸
入
数
量
（
平
成
二
十
九
年
度
に
お
い
て
は
、
当
該

数
量
及
び
第
二
項
に
係
る
協
定
対
象
外
輸
入
数
量
）
を
」
に
、
「
第
一
項
第
一

輸
入
数
量
及
び
第
二
項
に
係
る
協
定
対
象
外
輸
入
数
量
）
を
」
に
、
「
第
一
項

号
又
は
第
二
号
に
規
定
す
る
あ
ら
か
じ
め
財
務
大
臣
が
告
示
す
る
数
量
を
超
え

第
一
号
又
は
第
二
号
に
規
定
す
る
あ
ら
か
じ
め
財
務
大
臣
が
告
示
す
る
数
量
を

た
場
合
」
を
「
第
一
号
に
係
る
輸
入
基
準
数
量
を
超
え
た
場
合
（
平
成
三
十
年

超
え
た
場
合
」
を
「
第
一
号
に
係
る
輸
入
基
準
数
量
を
超
え
た
場
合
（
平
成
二

度
に
お
い
て
は
、
当
該
年
度
中
の
第
一
項
に
係
る
協
定
対
象
外
輸
入
数
量
が
第

十
九
年
度
に
お
い
て
は
、
当
該
年
度
中
の
第
一
項
に
係
る
協
定
対
象
外
輸
入
数

一
号
に
係
る
協
定
対
象
外
輸
入
基
準
数
量
を
超
え
た
場
合
に
限
る
。
）
又
は
第

量
が
第
一
号
に
係
る
協
定
対
象
外
輸
入
基
準
数
量
を
超
え
た
場
合
に
限
る
。
）

二
号
に
係
る
輸
入
基
準
数
量
を
超
え
た
場
合
（
平
成
三
十
年
度
に
お
い
て
は
、

又
は
第
二
号
に
係
る
輸
入
基
準
数
量
を
超
え
た
場
合
（
平
成
二
十
九
年
度
に
お

当
該
第
一
項
に
係
る
協
定
対
象
外
輸
入
数
量
が
第
二
号
に
係
る
協
定
対
象
外
輸

い
て
は
、
当
該
第
一
項
に
係
る
協
定
対
象
外
輸
入
数
量
が
第
二
号
に
係
る
協
定

入
基
準
数
量
を
超
え
た
場
合
に
限
る
。
）
」
に
、
「
輸
入
基
準
数
量
を
超
え
た

対
象
外
輸
入
基
準
数
量
を
超
え
た
場
合
に
限
る
。
）
」
に
、
「
輸
入
基
準
数
量

場
合
」
を
「
第
二
項
に
係
る
輸
入
基
準
数
量
を
超
え
た
場
合
（
平
成
三
十
年
度

を
超
え
た
場
合
」
を
「
第
二
項
に
係
る
輸
入
基
準
数
量
を
超
え
た
場
合
（
平
成

に
お
い
て
は
、
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る

二
十
九
年
度
に
お
い
て
は
、
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る

。
）
」
に
改
め
る
。

場
合
に
限
る
。
）
」
に
改
め
る
。

（
省

略
）

同

上
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